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(１) 議案第７号 令和８年度 今治市教育行政の重点方針及び事業について

議案第８号 今治市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計
画について

議案第９号 今治市学校給食調理場再編整備に関する基本方針について

議案第10号 今治市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外
国語指導補助員任用規則制定について

議案第11号 今治市学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則制定につ
いて

議案第12号 今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される
会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関す
る規程の一部を改正する規程制定について

議案第13号 今治市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則制定につい
て

議案第14号 今治市公民館条例施行規則の一部を改正する規則制定について

(２) その他 今治市子ども読書活動推進計画の指標の報告について

教育長報告
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令和８年３月　定例教育委員会
第３別館２階会議室

議事日程（令和８年３月23日　午前10時00分）
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                                  R8.3.23 
 

３月教育委員会教育長報告 
  

 先月の定例教育委員会以降に開催された主な行事及び今後の教育委員会関係等の主な行事 

予定を下記のとおり記載し、教育長報告とさせていただきます。                   
 

 

記 
 
 

１ 報告    
       

３月 １日（日） 「俳句キッズわくわくコンテスト」表彰式、県立高等学校卒業式 

地区文化祭（日高、近見、富田） 

３月 ２日（月） 今治市議会定例会（初日） 

３月 ５日（木） 県立高等学校一般入試 （～３月６日） 

３月 ６日（金） 今治市議会（代表質問） 

３月 ９日（月） 今治市議会質疑・一般質問（～３月１０日） 

３月１１日（水） 臨時教育委員会 

３月１４日（土） 発明クラブ表彰式 

３月１５日（日） 今治中央公民館文化祭 

３月１７日（火） 今治市公立中学校卒業式、ＪＦＡアカデミー今治９期生卒校式 

３月１８日（水） 今治市議会（教育厚生委員会） 

 ３月２３日（月） ３月定例教育委員会 

  

 

２ 予定   
 

 ３月２４日（火） 今治市公立小学校卒業式 

３月２５日（水） 今治市公立小・中学校修了式、今治市議会（最終日） 

３月２６日（木） 小学生イングリッシュキャンプ 

  ３月２７日（金） 退職者辞令交付 

４月 ２日（木） 今治市４月校長会 

４月 ８日（水） 今治市公立小・中学校始業式、小学校入学式 

４月 ９日（木） 今治市公立中学校入学式 

  ４月１３日（月） 今治市特別支援教育コーディネーター及び通級指導教室連絡会 

  ４月１４日（火） 今治市連合婦人会定期総会 

  ４月１６日（木） 今治市生徒指導主事会 

４月１８日（土） 愛教研今治・越智支部定期総会 

  ４月２０日（月） ４月定例教育委員会 

全国学力・学習状況調査（英語）（聞く･読む･書く）～２３日 

                           (話す)～約一か月間              
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③ 児童生徒の実態や授業のねらいに応じてアナログとデジタルの良さを効果的に組み合わせ、授業の質の向上に努
めます。

④ 教職員一人ひとりのICT活用指導力の向上を目指した研修を充実し、ICT授業マイスターの育成に努めるととも
に、ICT活用事例の提示や優良事例の横展開を図ります。

　◇愛媛県ICT教育推進ガイドラインに示された教職員のICT活用スキルチェックを活用し、教職員のICT
　　活用指導力の向上を図ります。

　◇新たな時代（Society5.0）に必要となる資質・能力を育む授業づくりに努めます。

　◇愛媛県ICT教育推進ガイドラインに示されたICT教育プログラム（Can-Do）を活用し、児童生徒の主
　　体的なICT活用を促進します。

　◇発達段階に応じて１人１台端末をはじめICTを効果的に活用した学習活動や民間プログラミング
　　スクールとの連携により、プログラミング教育を促進します。

【基本施策】
①「知・徳・体」のバランスがとれた育成を図る教育を推進し、自ら課題を発見し、自ら解決するために必要な資
質・能力を育みます。

　◇児童生徒の発達段階を考慮しながら，自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した
　　人間として他者と共により良く生きるための基盤となる道徳性を養います。

　◇互いの良さを認め合ったり、達成感を味わったりできる体験活動を工夫・充実させ、児童生徒の
　　自己肯定感や自己有用感の高揚を図ります。

　◇未来の社会を生き抜く児童生徒の資質・能力を育成するために、主体的・対話的で深い学びの実現
　　に向けた授業改善を行います。

　◇愛媛大学教育学部との共同研究を通して、授業改善に努めます。

　◇各種調査等の活用を図り、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、学習指
　　導の改善に努めます。

　◇ふるさとキャリア教育等において、一人一人の社会的・職業的自立に向けて体験活動や課題解決的
　　活動等の探究的な学習を充実させるなど、思考力・判断力・表現力を育成します。

　◇様々な主体と連携を図りながら、運動に親しむ姿勢を育てるとともに、児童生徒の運動技能の向上
　　に努めます。

　◇先進校等と連携を図り、学校体育の充実に向けて運動に親しむ態度を育てます。

　◇生成AIやSNS等Ｗeb上で情報をやりとりする際の情報モラル等の基本的なルール・マナーを、発達
　　段階に応じて計画的に指導します。

　◇1人1台端末や電子黒板等を活用し、教室内の授業や他地域の学校との交流学習において、子ども同
　　士による意見交換、発表などお互いを高め合う学習を行います。

　◇生成AIについては、指導者用タブレットを活用し、実生活における具体的な利便性を示しながら、
　　授業への効果的な取り入れ方を検討します。その上で、児童生徒には生成AIを正しく、かつ効果
　　的に活用できるよう、段階的な指導を重視します。

　◇児童生徒の発達や学習の特性に応じて、操作や体験、対話や発表などの活動を取り入れ、体験を
　　通して理解を深め、主体的に学ぶ力を育む授業の充実を図ります。

　◇児童生徒がSNSやインターネットを安全に活用できるよう、発達段階に応じた情報モラルの指導を
　　計画的に行います。個人情報の扱いや言葉の使い方、情報の見極め方を段階的に教えるとともに、
　　アンケートを活用して心の変化や不安の早期発見に努めます。

令和８年度 今治市教育行政の重点方針及び事業

（重点方針１）
　新たな時代（Society5.0）を切り拓き、国際社会で活躍する人材の育成に寄与する新しい学校教育の推進

　今治市では、令和３年10月、「子どもが真ん中で輝くやさしいまち“今治”～豊かな心と生きる力を育む～」を

基本理念とする「今治市教育大綱」を策定しました。今治市教育委員会においては、大綱に定める５つの重点方針

に基づいた教育行政を推進し、本市教育のより一層の振興と充実を図ります。

　令和８年度は次の諸施策に重点を置くこととします。

 新学習指導要領に基づき、ICTを最大限に活用するなど、「特色ある教育」を展開する中で、「確かな学力」「豊
かな人間性」「たくましい心と体」を育成し、子どもたちの「生きる力」を育みます。

　◇「一斉学習」、「個別学習」、「協働学習」それぞれの学習場面に応じてICT機器を活用するととも
　　に、読むことや書くことを大切にし、学習指導の効果を高めるよう創意工夫を図ります。

　◇子どもの読書活動を支える「学校司書」の配置を充実させ、学校図書館の環境整備や運営の改善及
　　び向上を図り、学校図書館の利用を促進します。

　◇「児童生徒顕彰」、「がんばる子ども応援賞」等において、認め、励まし、伸ばします。

② 情報や情報手段を主体的に選択し、活用していくための情報活用能力や情報倫理を身に付け、ICTを最大限に活
用することで、新たな時代（Society5.0)を切り拓いていくことができる子どもたちの資質・能力の育成を目指しま
す。
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事　業　名

（担当課）

子どもの学び支援のた
めの教育連携事業

（教育大綱推進課）

知力のアクションプロ
ジェクト

（学校教育課）

体力向上対策事業

(学校教育課)

豊かな心を育む文化芸
術体験事業

（学校教育課）

デジタル教材の充実

（教育大綱推進課、
　学校教育課）

　◇家庭の状況や児童生徒の発達段階に応じて、学校と家庭が協力してルールづくりを進め、ICT機器
　　の適正な使用を見守る環境を整えます。家庭では、「家庭学習チェックリスト」や「スマホ依存対
　　策アプリ」の周知を通じて、学校と連携した取組を行います。

　◇英語力の一層の向上を図るため、英語検定補助等などの支援を充実させ、誰もが英語学習に挑戦
　　できる環境を整備します。

5

デジタル教材を活用した効果的な授業及びプログラミング教育を推進す
る
・指導者用デジタル教科書                            693
　〈中学校社会科〉
・学習者用デジタル教科書                          1,880
　〈算数・数学 文科省の普及促進事業対象外校分〉
・授業支援ソフトウェア・ドリルソフトウエアの導入 30,223
　〈スタディサプリの中学校への全校展開〉
・プログラミング教育推進事業　　　　　　　　　 　 1,000

33,796
1-②
1-④

　◇イングリッシュキャンプ等を通じて、児童生徒がALTや市内外の留学生と交流する機会を積極的
　　に創出します。今治市の自然・文化・産業といった地域資源を活かし、「ふるさとキャリア教育」
　　とも連携した英語教育を推進することで、地域や国の未来を主体的に考え、国際社会で活躍でき
　　るグローバル人材の育成を図ります。

4

文化芸術体験により豊かな人間性を育成する
・劇団四季による「こころの劇場」　  3,696
・坊っちゃん劇場観覧　　　　　　  　1,699

⑤ 異文化に触れ合う機会を拡充し、我が国や他の国・地域の伝統・文化について関心や理解を深めるとともに、グ
ローバル化に適応できる英語等の語学力やコミュニケーション能力を育成していきます。

3

学校体育や部活動・課外活動の充実により健やかな体を育成する
・中学校部活動の地域移行に関する実証研究　　　5,577
・子ども体力向上対策事業    　　　　　　　　　3,500
・子ども体力向上推進分析等委託　　　　　　　　2,500

11,577 1-①

　◇児童生徒が「生きた英語」に触れる機会の充実を図ります。英語で「話せた」「伝わった」とい
　　う成功体験を積み重ねることで、児童生徒が英語学習への意欲を高め、自ら学びを深めようとす
　　る姿勢を育成します。

　◇英語活動を充実させることにより、児童生徒の自己肯定感の向上や学校全体の活力の向上を目指
　　すとともに、将来的には地域全体の活性化にもつなげていきます。

5,395 1-①

№ 分類事 業 概 要

2

児童生徒の基礎学力の定着と学力向上を推進する
・教育研究所の充実　     　　    7,995
　　学校経営アドバイザー、ALTアドバイザー、指定研究、
　　学習アシスタント等の研修機会の確保
・放課後学習チャレンジ事業  　　 　800
・学生ボランティアの活用 　　  　2,103
・自然科学教室開催　　　  　　　 　500
・自然塾環境学習事業　　  　　 　1,207
・書道展事業　　　　　　  　　 　　649
・英語力向上支援事業　　　　　　　14,400【拡充】
　　英語検定受検料補助
　　　▽対象：英検３級以上を受検する児童・生徒
　　スコア型英語技能テスト実施業務委託
　　　▽内容：中学校の生徒の英語運用力について調査分析
　　　▽対象：中学３年生　４技能（R/L/W/S）
　　　　　　　中学２年生　３技能（R/L/W）

27,654
1-①
1-②
3-④

1

市内の小中高大連携を図り、探究型学習を行うことにより、多様な子ど
もたちの資質・能力を育成する
・イングリッシュキャンプ開催　　　　　 5,944【拡充】
  外国人講師や留学生と英語でコミュニケーションを楽しみながら英語
を身につけるデイキャンプ及びステイキャンプを実施
  ▽対象　[デイキャンプ] 小学生、[ステイキャンプ] 中学生
  ▽ALTや市内２大学等に通う大学生参加
・その他連携事業　 　　　 　　　　　　　 105

6,049 1-①

予算額（千
円）

　◇ALTを現行の17名から40名に大幅に増員し、ALTとの協働による授業づくり、小中学校の接続を意
    識した指導、そして地域と結び付いた英語活動の充実など、今治型英語教育「今治メソッド」に
    取り組みます。
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ICT環境の充実

（教育大綱推進課、
　学校教育課）

瀬戸内の世界都市に向
けたグローバル人材育
成事業

（教育大綱推進課、
　学校教育課）

6

ICT教育を推進し、教員の負担軽減を推進する
・ICT支援員の配置　　     　　　　35,574
機器及びサービス・通信環境の改善を図る。
・通信環境の整備（小・中学校）　　19,805【拡充】
・ポケトークｆｏｒスクールの導入　   672【新規】

56,051

1-②
1-③
1-④
3-①

7

瀬戸内の世界都市を目指し、グローバル化に適応できる英語等の語学力
やコミュニケーション能力を育成する
児童生徒に生きた英語を提供し、外国語科や外国語活動の学習を支援す
るための体制の充実を図る
・ALTを配置 [17人→40人]   271,212【拡充】
・ＡＬＴへの研修　　　　　　　　　　    1,633（再掲）
・ＡＬＴコーディネーターの配置 [１人]   3,191（再掲）
・ＡＬＴアドバイザーの配置 [１人] 　 　   304（再掲）
・イングリッシュキャンプ開催  　　　　　5,944【拡充】（再掲）
・英語力向上支援事業　　 　　   　　　 14,400【拡充】（再掲）

296,684 1-⑤
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事　業　名

（担当課）

教育相談活動の充実

(学校教育課)

特別支援教育の充実

(学校教育課)

学校支援体制の充実

（学校教育課・教育大綱
推進課）

不登校児童生徒への支
援

（教育大綱推進課、
　学校教育課）

  ◇教育相談の充実を図るとともに、ICTを活用した学びの保障と新たなスタイルの構築を目指します。

  ◇愛と心をつなぐ不登校対策事業におけるサポートルームでの支援の充実を目指して、精神医療面へ
　　の専門知識や経験を有する事業所と連携して、不登校対策支援員の能力を向上させ、登校児童生徒
　　に対する支援を推進します。

№ 分類

  ◇通級指導教室において、巡回指導を行うことにより、特別な教育的ニーズのある全ての児童生徒
　　が、適切な指導を受けられる体制整備に努めます。

  ◇こすもすの家の機能をさらに充実させるとともに、市内すべての市立小・中学校において校内サ
　　ポートルームを設置し、支援が必要な児童・生徒が安心して学べる環境を整えます。

【基本施策】
① スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の、教育や心理・福祉の専門家を各中学校区に配置する
ことで、一人ひとりの子どもに寄り添った支援の充実を図ります。

  ◇県の事業を活用し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ハートなんでも相談員
　　等を配置し、全小中学校で児童生徒や保護者が相談できる支援体制を整えます。

　経済的理由等により就学困難な子どもや、障がいのある子ども、不登校の子ども、多様な性自認に悩む子どもな
ど、特別な配慮を必要とする子どもが増加する中で、誰一人取り残すことなく、一人ひとりの個性や能力を最大限
に伸ばし、社会の担い手となれるよう、学校・家庭・地域・関係団体が連携を密にし、心と体の居場所の提供や学
習支援を図ります。

（重点方針２）
　誰一人取り残すことのない学びの実現

  ◇一人ひとりの児童生徒へのきめ細かな指導を充実させるため、幼・小・中学校の教職員間で積極的
　　に情報交換・情報共有を行い、幼小中連携を図ります。

  ◇協働的な生徒指導体制の下、児童生徒の悩み等の早期対応に努めます。

② 特別支援コーディネーター等を中心に、教育相談や校内支援体制を構築するとともに、学習アシスタントや、生
活支援員等の配置を充実させることにより、一人ひとりの発達特性を把握し、子どもや家庭のニーズに応じた、き
め細かな支援の充実を図ります。

  ◇授業のユニバーサルデザイン化を図り、全ての児童生徒が分かる授業に努めます。
  ◇多様な子どもたちが共に学び合う、インクルーシブ教育システムの構築を目指します。
  ◇学校生活支援員等の配置を充実させ、障がいのある児童生徒が安心して学べる体制を計画的に整え
　　ていきます。

③ 不登校児童生徒に対して、学校復帰や社会的自立に向けて、福祉・医療諸機関と連携しながら、教育相談や適応
指導を行うとともに、ICTを活用した学びの保障の新たなスタイルを構築していきます。

  ◇不登校等の対応については、重症的支援や社会的自立に向けて、こすもすの家、今治市発達支
　　援センター、フリースクール等との連携を密にし、居場所づくりに努めるとともに、フリースクー
　　ルの運営者及び利用家庭に対する補助金等、支援体制の整備に努めます。

  ◇性的指向・性自認に配慮を必要とする児童生徒に対して、きめ細かな対応に努めます。

　◇日本語指導が必要な児童生徒に対し、個別の教育計画に基づく組織的な指導体制を構築します。
　　多様な文化を尊重し合う心の醸成を図るとともに、外部人材や有用な機器を活用した学習支援・
　　生活支援を強化し、多文化共生社会の担い手を育む教育環境を整備します。

8

一人ひとりの子どもに寄り添った支援の充実を推進する
・スクールソーシャルワーカーの配置 [４人] 　1,986
・ハートなんでも相談員の配置　　　　　　　　6,671
・スクールカウンセラーの配置（県費）

8,657 2-①

事 業 概 要

9

子どもや家庭のニーズに応じたきめ細かな支援の充実を推進する
・学校生活支援員の配置 [70人]     　　　172,714
・教育相談会の実施、教育支援委員会の開催　　 90
・仲よし学習発表会、仲よし運動会    　　　2,405
・特別支援学級の教育用具購入経費　　　　　1,134

176,343 2-②

予算額（千
円）

10

学力水準の向上及び学校における働き方改革を推進する
教員の負担軽減、児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制整備
に取り組む
・学習アシスタントの配置 [41人]            　102,330
・外国人語学補助員の配置 [18人]            　 23,185【拡充】
・スクール・サポート・スタッフの配置 [10人]　 16,682
・事務補助員の配置 [２人]                    　5,140
・学校司書の配置 [３人]　                    　3,348【拡充】

150,685
2-②
2-④

11

福祉・医療機関等と連携して教育相談や適応指導を行い、学校復帰や社
会的自立を図る
・愛と心をつなぐ不登校対策事業の実施　   52,658
　全小中学校へ校内サポートルームの運用
　不登校対策支援員の配置[78人]
・フリースクール事業費補助　　　　　　　  　200
・不登校児童生徒等支援事業　　　　　　  　1,364
・フリースクール等利用児童生徒支援補助　  3,600

57,822 2-③
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（重点方針３）
　安全安心と学びを充実させる教育環境の整備

　学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、災害時には地域住民の避難場所としての役
割を果たすことから、その安全性の確保に努めるとともに、新時代の学びを支える教育環境の充実を図ります。社
会教育施設等についても、安全で快適な教育環境を整えていきます。

　◇児童生徒の喜びが学校の喜びとなり、その喜びを教職員が共有できるような学校組織づくりと、教
　　職員の資質・能力の向上に向けた各種研修の充実を図ります。
　◇学校経営アドバイザーや指導主事が適宜訪問し、学校組織づくりと、若年教職員の資質・能力の向
　　上に努めます。

　◇いじめ防止等の対策について、「学校いじめ防止基本方針」を基に、継続的・計画的に取り組みま
　　す。教師の日常の観察やアンケート調査、教育相談等を通して、早期発見に努めます。

【基本施策】
① 教育現場のICT化や、老朽化の進んだ校舎・屋内運動場等の改修、トイレ洋式化等、安全安心と学びを充実させ
る教育環境（ハード面）の整備を推進します。

　◇老朽化した校舎の改修、施設のバリアフリー化、空調設備の整備、トイレの洋式化を進め、更なる教育環境の
整備・充実を図ります。

② 新しい生活様式の習慣化を図るとともに、新しい生活様式に対応した学校の環境整備を進めていきます。

　◇「新しい生活様式」を踏まえ、保健管理体制や衛生環境の整備、新しい時代の教室環境に応じた指
　　導体制、必要な施設・設備等の整備や支援を充実させます。

⑤ 少子化が進行する中、今後の学校の在り方について、子ども達のより良い学びの環境づくりの視点から検討して
いきます。また、多様な人間関係や経験を広げるなど、広い視野に立った教育活動を実施するため、小中一貫教育
を視野に入れながら、保幼・小・中・高・大の校種間の連携を図ります。

③ 外部人材の参画や、統合型校務支援システム及び学習支援システム等を積極的に活用することにより、学校にお
ける働き方改革を着実に実施し、教職員の負担軽減を図ります。

　◇教員の事務業務を補助するスクール・サポート・スタッフや補助員を充実させるとともに、学校支
　　援ボランティア等、地域人材の活用に積極的に取り組みます。

　◇ＩＣＴ機器や業務アプリ、ネットワークシステム等の整備・活用を進め、教育業務の効率化を図
　　ります。教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し、心身の健康を保ちながら質の高い教育を提
　　供できる環境を整備し、教育の質を最大化する『学校DX』を推進します。

④ 教職員に対する各種研修の充実を図り、一人ひとりの専門知識・能力や倫理観の向上を目指します。

　◇各種研修において、ワーク・ライフ・バランスや健康管理に係る意識の高揚を図る内容を盛り込
　　み、仕事優先の職場意識の改革を促します。

　◇異校種（保幼・小・中・高・大）間の連携を密にし、教育内容や児童生徒の共通理解を図り、学び
　　の輪をつなぎ広げます。

　◇それぞれの学校種の良さを生かした小・中学校の授業交流を継続的に実施し、小中連携を図ります。

　◇「小中学生会議」を開催し、児童生徒が自分たちの問題として捉え、解決する意識を高めます。

⑥ 子どもたちが自らの命を守り、安全に行動する態度を育成するため、防災、交通安全、感染症対策等に関する教
育を推進していきます。

　◇児童生徒に、危機の予測・回避能力や、自助・共助の力を身に付けさせるための安全・防災教育、
　　交通安全等に関する教育の充実に努めます。

　◇関係機関との連携の下、喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に関する指導を推進します。

　◇日常的な衛生意識を高め、感染症対策等に関する教育の充実に努めます。

　◇県立学校振興計画を踏まえ、島しょ部地域をはじめとする市内高等学校の維持に向けた取組や、高
　　等学校の特色や魅力ある学校づくりに向けた取組を地域ぐるみで推進するため、高校魅力化提言会
　　議の開催や地域課題に則した各種支援を行います。

　◇今後の学校の在り方については、『今治市学校適正配置基本方針』に基づき取組を推進し、PTA
　　や地域代表者等と連携して、次代を担う児童生徒にとって最適な教育環境の構築を目指します。

　◇今治市公共施設個別施設計画に基づき、公民館施設等の耐震化や長寿命化を図ります。

　◇公民館施設・設備について定期的な点検等を行い、適切な管理を行います。

⑦ 安全安心な地域の拠点施設及び避難場所等として、公民館等の教育施設の適切な維持・管理に努めるとともに、
地域の関係機関と連携した、通学路の安全点検や見守り活動等、子どもたちの安全を確保するための取組を推進し
ていきます。

　◇交通、災害等に関する情報を記載した通学路マップや防災マップの公開を進めるとともに、コミュ
　　ニティ・スクールを活用するなど、地域ぐるみで児童生徒の安全・防災対策を講じます。

　◇PTAや地域見守り隊と協力し、ネットワークを生かして児童生徒の安全確保に努めます。

　◇問題行動や虐待等には、警察や児童相談所、ネウボラ政策課等との連携を密にして適切に対応します。
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事　業　名

（担当課）

校舎の大規模改修・長
寿命化対策

 (教育大綱推進課)

インクルーシブ教育に
向けた学校施設の整備

 (教育大綱推進課)

快適な学習環境の整備

 (教育大綱推進課)

学校施設の安全対策整
備等

 (教育大綱推進課)

ICTを活用した教職員の
スキルアップと負担軽
減

（教育大綱推進課、
　学校教育課）

教職員等の指導力及び
資質の向上

（学校教育課）

学校適正配置の推進

 (教育大綱推進課)

公民館等整備事業

（生涯学習課）

公民館等管理事業

（生涯学習課）

児童生徒健全育成推進
事業

（生涯学習課）

就学及び通学支援

（教育大綱推進課）

高校魅力化推進事業

（教育大綱推進課）

14

学びを充実させる学校環境の整備
・空調設備設置
　　設備賃借　　　　　　　　　　　　　　　　 34,340
　　特別教室に係る空調設備整備　　　　　　　911,400【新規】
　　屋内運動場等に係る空調設備整備
    アドバイザリー業務委託　　　　　　　　　 12,000【新規】
・トイレの洋式化 [小中学校64基]          　  64,000
・照明器具の一括LED化（計測検証、維持管理サービス）
　小中学校一括LED化事業（ESCO事業）
　 [小学校24校、中学校12校] 　　　　　　　 　 4,564

1,026,304 3-①

№ 分類

12

老朽化の進んだ学校環境の改修整備
・校舎改修工事
　　近見中（２期工事）     　　　　 　   61,200
　　立花中（１期工事）     　　　　　    57,000
　　桜井中（１期工事）　　　　　　　　　 60,000
・校舎等改修工事実施設計　　　西中　　　 11,600

189,800
3-①
3-⑦

事 業 概 要
予算額（千

円）

18

第２次今治市学校適正配置基本方針の策定及び地元協議に取り組む
・地元代表者協議会開催
・先進地研修

1,166 3-⑤

15

安全安心の学校環境の整備
・施設改修
　　プール改修 [桜井小、清水小、波止浜小]　 　46,500
　　プールフェンス改修[鳥生小]　 　　　　　　　9,000
　　プール解体[宮窪小]　 　　　　　　　　　　 40,500
　　バスケットゴール [北郷中]               　 6,500
・遊具整備 [桜井小、清水小]　　　　　　　 　　22,000
・遊具撤去 [小学校７校][中学校７校]　　　　　　3,533
・ブロック塀改修 [常盤小]　　　　　　　　 　　 3,000【新規】
・石塀改修[桜井小]　　　　　　　　 　　　 　　14,000【新規】
・設備点検委託（舞台吊物、遊具点検、定期点検）16,605
・校内連絡システム設備　　　                   7,639【拡充】

169,277
3-①
3-⑦

16

ICT活用により学校における働き方改革を推進する
・校務支援システムの活用　　　          　　　　 12,725
・授業支援ソフトウェア・ドリルソフトウエアの導入 30,223（再掲)
　スタディサプリの中学校への全校展開
・CBT（県システム）の活用　　　　　　　　　　　　 2,110
・学校図書情報管理システム更新・導入　　　　　　 29,877

74,935 3-③

19

公民館等の整備計画に沿った機能集約・耐震化等工事
・伯方支所跡整備工事　9,800
　〈駐車場〉

9,800 3-⑦

20

公民館等の12条建物点検等を踏まえた施設や設備の改修工事
・エレベーター改修工事（吉海学習交流館）　32,000
・空調設備改修工事（菊間公民館）　　　　　78,000

110,000 3-⑦

21
学校・PTA・地域が一体となった研修や教育相談、地域巡回指導、健全育
成推進PR事業等への支援　　　4,860 4,860 3-⑦

17

23

小中学生の進学先である市内高校の魅力化を地域ぐるみで推進・支援す
る。
・高校魅力化提言会議　　　　　　　　　　　　　 　288
・島しょ部高校生徒の部活動・下宿・通学費支援　15,530
・教育応援事業　　　　　　　　　　　　　　　　 1,818【拡充】
(参考)【しまなみ振興課予算】
　島しょ部高校魅力化創造事業  　8,000

17,636 3-⑤

各種研修により教職員の専門知識・能力や倫理観の向上を図る
・研究指定による教員の専門知識・能力の向上　2,680（再掲）
・学習アシスタント等への研修実施             　28（再掲）

2,708
3-④
3-⑥

13

多様な子どもが通い学びやすい学校環境の整備
・バリアフリー化工事（２期工事）　　　　141,900
   [小学校５校、中学校５校]

141,900 3-①

22

スクールバスの運行及び通学費補助、市奨学金等の運営・支援
・スクールバス運行　　　　118,000
・遠距離通学費支援　　　　　　377
・今治市奨学金貸付事業　　　1,239
・育英会奨学金事業支援〈檜垣育英会、河野育英会、加根又育英会〉
　　　　　　　　　　　　　　1,758

121,374 3-⑥
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　◇小児生活習慣病に関する個別指導や集団指導を通して、食生活の改善に努めます。

② 産学官の連携を図りながら、一貫した今治モデル「ふるさとキャリア教育」の充実に努めます。その中で地域で
支え育てた子どもに地域の産業を知ってもらい、地域の雇用につながるよう、産業教育を推進していきます.

　◇小学校ではふるさと今治に誇りと愛着を持ちながら、課題解決能力と進路選択ができる能力の育成
　　に努めます。

　◇学校支援ボランティアや大学生ボランティア等の協力を得て、地域ぐるみで児童生徒を育てる風土
　　を醸成し、持続可能な学校指導体制を整備します。

　みんなで今治を盛り上げ、つい夢中になってしまうような今治の魅力を、広く世界に発信する「ⅰ.ⅰ.iｍ
abari！」キャンペーン。教育分野においても、今治の溢れる魅力を身近に感じてもらえる施策を展開し、ふるさと
今治を愛し、今治に夢と誇りを持ち、今治に夢中になる人の輪を広げていきます。

（重点方針４）
　「ⅰ.ⅰ.iｍabari！」教育version（郷育(きょういく)）の推進

　◇学校給食で地元産減農薬米を使用するなど学校における食育や地産地消を推進します。

　◇今治の良さを生かした地産地消の給食を行い、「日本一おいしい給食」を提供することで、子ども
　　たちの食に対する関心を高め、健やかな心と体を育てます。

③ コミュニティスクールの充実・発展を図り、保護者及び地域住民の学校運営への参画及び連携強化を進めること
により、一体となって学校教育の質の向上や地域の活性化、児童生徒の健全育成に取り組みます。

　◇社会と連携・協働し、創意工夫しながら社会に開かれた教育課程の編成に努めます。

　◇ホームページ、学校だよりなどを通して、積極的に学校の様子を発信します。

　◇学校・PTA・地域が一体となった児童生徒の健全育成活動を推進します。

　◇安全で安心な学校給食を推進するため、給食施設・設備の整備・充実を計画的に行うとともに、
　　学校給食の衛生管理については「学校給食衛生管理基準等」に沿って適切な衛生管理を行います。
　　また、調理場において、より働きやすい職場環境づくりに努めます。

【基本施策】
① 地元産の農林水産物を活用し、「日本一おいしい給食」を提供することで、子どもたちの食に対する関心や理解
を高めるとともに、子どもたちの今治愛の育成に繋げていきます。

　◇栄養教諭、養護教諭などを中心に、正しい食生活の啓発に努めます。

④ 見て、触れて、身近に体感できる本物の今治の歴史・文化を教材にすることで、多くの市民が郷土愛を感じ、地
域への誇りが持てるよう、ふるさと教育の充実に取り組みます。

　◇小学６年生を対象に、ふるさとキャリア教育のカリキュラムで学んだ今治の魅力ある場所や地域、
　　また、SDGs実現に取り組む地元企業を巡り、今治を体感・体験する「今治ふるさと魅力体験（SDGs
　　体験）プログラム」を実施し、地域の良さを学びます。

　◇中学校では職業・勤労に関する体験（えひめジョブチャレンジＵ-15、今治ジョブチャレ・キャリア
　　サポート・プログラム）等を通して、自己の生き方や進路を主体的に選択する能力の育成に努めます。

　◇次世代を担い未来を創る今治っ子が、将来に夢や希望を抱き、今治市に戻って働きたい、ずっと暮
　　らしたいと思えるキャリア教育の推進と郷土愛を醸成する「郷育（きょういく）」に取り組みます。
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事　業　名

（担当課）

日本一おいしい学校給
食

（学校給食課）

調理場の改修・長寿命
化対策

（学校給食課・教育大綱
推進課）

学校給食食材の物価高
騰対策等

（学校給食課）

未来を創るキャリアス
キルプロジェクト

（学校教育課）

児童生徒の健全育成及
び地域協働活動推進支
援費

（教育大綱推進課）

学校支援ボランティア
の配置

（学校教育課）

事 業 概 要
予算額（千

円）

子どもたちの食に対する関心や理解を高め、今治愛を育成する
・学校との連携･協働によるほか、レシピコンテストによる新たな
　メニュー開発及び提供、親子体験事業など   　　 3,055【拡充】
・学校給食地元産減農薬米等補助による食育推進　　6,500
　
参考【農林水産課予算】
　地産地消推進事業費　     13,600

9,555 4-①

調理場の改修等により、安全安心な給食を提供する
・学校給食施設再編整備基本計画策定支援　　　  　 5,000【新規】
・空調設備賃借 [16調理場] 　　　　　　　　  　　23,400
・厨房器具更新　　　　　　　　　　　　　　　　　44,700【拡充】
　　真空冷却器 [センター]、食器洗浄機 [朝倉、菊間]
　　スチームコンベクションオーブン[清水、朝倉]　など
・牛乳保冷庫更新 [小学校3台、中学校2台]  　　　  4,800【拡充】

77,900 4-①25

29

学校の教育活動を支援するボランティアを配置する

活動内容：①学習指導支援　②環境整備支援　③学校生活支援 376 4-③

27

産学官の連携によりキャリア教育を推進する
・ふるさと魅力体験プログラム　　　　　　　　　 　6,134
・今治ジョブチャレ・キャリアサポート・プログラム　 856
・今治市ふるさとキャリア教育　　　　　　　　　　 2,508
・ふるさとキャリア教育デジタル副読本更新・運営　 　363

9,861 4-②

26

安全安心な給食の提供により、今治愛を育成する
・学校給食子育て応援補助事業　          12,870
・学校給食材料費高騰対応事業　　　　　　52,026
・学校給食費無償化支援事業（小学校）　 341,974
・学校給食費非喫食者等支援事業（小学校） 2,007

408,877 4-①

№ 分類

28

学校運営協議会が、学校・地域・保護者とともに実施する地域協働活動
を推進・支援する
・学校運営協議会活動支援費                　2,050
　学校運営協議会が実施する健全育成活動、地域活動支援
　▽学校校内清掃について、地域住民や学校体育施設使用団体等の
    学校関係者に参加協力を依頼
・学校運営協議会校内清掃ごみ清掃処分費    　2,640

4,690 4-③

24
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（重点方針５）
　人生100年時代を見据えた、生涯学び活躍できる環境の整備

② 公民館及び図書館や文化施設などの運営管理について検討し、利用率の向上、発信力の強化、採算性の向上で、
市民に親しまれる施設に再生します。

　◇コミュニティ・スクールの導入による地域と学校が連携した取組の活発化を通して、地域ネット
　　ワークを形成し、地域と学校との連携を強化し、活性化につなげます。

③ 生涯学習を総合的に推進するために関係機関と連携を図り、生涯学習の充実や人権の尊重などを通じて、世代を
超えてみんながつながり、活躍できる地域の基盤づくりに取り組みます。

　◇全教育活動を通して、自他の生命と人権を大切にする教育を進めます。

　◇ボランティア活動を充実させ、主体的に社会に貢献する子どもを育成します。

④ スポーツを「する」「みる」｢ささえる」機会の充実を図り、みんながスポーツの価値を享受し生活の一部とす
ることで、ライフステージに応じて、楽しく健康で生き生きとしたスポーツ活動ができる環境の整備に取り組みま
す。

　◇高齢者や障がいのある人たちとの触れ合い・交流を通して、児童生徒の社会性を育みます。

　◇部活動や課外活動を通して、たくましい心を育て、体力・競技力の向上を図ります。

　◇島しょ部公民館等に図書館資料窓口を開設するなど、全ての市民がどこに住んでいても等しく図書
　　館サービスが受けられるよう取り組みます。

　◇部活動の地域展開を推進し、スポーツ活動に親しむことのできる環境を整備します。

　◇今治市が誇る文化・芸術・スポーツ・歴史遺産・自然環境等の多種多様な地域資源や各分野で今治
　　を支える魅力ある人々、企業等の地域の力を生かした教育プログラムを、ふるさとキャリア教育で
　　実施します。

　◇児童生徒の居場所としての公民館や図書館のあり方を検討していきます。また、電子図書館などの
　　図書館サービスと学校教育の連携を強化し、児童生徒への情報提供及び学習支援につなげます。さ
　　らに学校図書館と市立図書館の連携体制の強化を進めます

　◇国の改革実行期間である令和8年度から令和13年度までの6年間、地域展開に重点的に取り組みま
　　す。その中で、令和10年度中までに休日の部活動の地域展開を進め、令和11年度からはすべての
　　部活動において休日の地域展開の実現を目指します。

　◇人のために働くすばらしさを認め、励まし、伸ばします。

　◇あらゆる差別の解消を目指し、互いに尊重し合う仲間づくりを推進します。

　◇毎月11日を「人権の日」と定め、人権意識の高揚を図ります。

　◇人権問題の解決を図るために、授業や研修会の充実に努めます。

【基本施策】
① 文化芸術活動・スポーツ活動を通して、異世代間の交流を深め、様々な目的やレベルに応じて多様な活動を楽し
める環境の整備に取り組みます。

　人生100年時代を迎え、老若男女だれもが文化芸術、スポーツ活動などに親しむことで、自分の可能性を開花させ
ることができるとともに、大きな社会変革を乗り越え、豊かさを次世代に引き継ぐために、みんなが考え、行動す
ることに喜びを感じられるまちづくりを展開していきます。

　◇地域課題解決に繋がる市民の学習や活動を支援します。

　◇生涯学習の指導者を育成し、市民の自主的活動の支援を行います。
　　地域の学びを支える担い手づくりを進めます。

　◇生涯学習を総合的に推進するため、関係機関と連携を図りみんなが参加できる生涯学習と交流の場
　　づくりを行います。

　◇図書館に求められる施設像をやサービス等について調査・研究を行い、図書館の将来ビジョンを
　　検討します。

　◇ICTを活用し図書予約サービスを充実させるなど、市民ニーズを的確に把握しながら、魅力ある図書
　　館づくりを推進します。

　◇電子図書館の利用促進や、図書館を身近に感じられる魅力あるサービスの向上を図ります。

　◇学習活動等に関する幅広い情報が得られるよう、SNS等を活用し、公民館等の利用状況や各種講座の
　　開催などの情報提供を行います。

　◇公民館の講座等の実施など、身近な地域での学習機会の充実に取り組みます。

　◇学校・家庭・地域の連携を図り、明るい家庭環境と子どもの居場所づくりを推進します。
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事　業　名

（担当課）

SNSを活用した地域活動
の情報発信

（生涯学習課）

図書館魅力向上事業

（生涯学習課）

地域ぐるみで育むえひ
めっ子未来創造事業

（生涯学習課）

女性教育支援事業

（生涯学習課）

31

図書館を身近に感じられる魅力あるサービスの向上を図る
・電子図書館の利用推進
　　地域資料のデジタル化による資料保存と発信力の向上
　　市立小中学校・全児童生徒に利用ID発行
    電子雑誌コンテンツ利用による非来館型サービスの充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　1,320
・島しょ部公民館等に図書館資料貸出窓口運営 　　 　　 600
・図書館システム更新　　　  　　　　　　　　　　 　6,153
・今治市立図書館開館100周年記念事業　 　　　　　 　6,000【新規】

14,073 5-②

№ 分類事 業 概 要
予算額（千

円）

32

明るい家庭環境と子どもの居場所づくりを推進する
・地元住民と子どもの交流推進（放課後子ども教室）　 2,038
・家庭教育支援（PTA家庭教育学級）　　　　　　　　　　380
・子育て学習講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

2,518 5-③

33

持続可能な社会の実現に向けた活動や学習機会を支援する
・婦人学級の開講支援（講師謝礼金）　　　　　　　 　1,000
・婦人会への地域ふれあい推進事業の委託　　　　　 　1,312 2,312 5-③

30

Facebook、X、LINEなどのさまざまな情報発信ツールを活用して、公民館
活動の内容を広く発信する。

― 5-②
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１． 計画の趣旨・現状 

⑴   計画の趣旨 

   教育職員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置（業務
量管理・健康確保措置）を実施するための計画（業務量管理・健康確保措置
実施計画。以下「計画」という。）は、公立の義務教育諸学校等の教育職員
の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 （以下「改正給特法」
という。）に基づき、教育職員の健康と福祉を確保するために必要な措置を
講じることを目的としている。 

本市の教育大綱では、「子どもが真ん中で輝くやさしいまち“今治”～豊
かな心と生きる力を育む～」を基本理念に掲げ、「家庭」「学校」「地域社会」
が一体となって豊かな教育を推進することを目指している。その実現のた
めには、教育職員一人一人が心身ともに健やかで、やりがいを持って教育活

動に取り組める環境を整えることが重要である。 

こうした環境づくりの一環として、ＤＸ分野において、授業支援システム
を導入することで、教材準備のＩＣＴ化や、児童生徒による話合い活動の効
率化を実現した。また、家庭学習や自主学習においてスタディサプリ等のド
リルソフトを活用することで、これまでの採点や教材の準備に費やしてい
た時間を大幅に短縮することができた。これらの効率化によって生まれた
ゆとりの時間を、教育職員が子ども一人一人と心を通わせ、きめ細かな指導
を行うための「本来の時間」として還元していくことを目指している。 

教育職員が過度な負担を抱えることなく、子どもと向き合う時間や授業
づくりに必要な時間を確保できることは、教育の質を高め、子どもたちの健
やかな成長を支えるために欠かせない。また、業務の効率化や業務内容の見
直し等を通じて、教育職員が専門性を十分に発揮できるようにすることは、

教育活動への充実感や働きがいの向上にもつながる。 

今治市教育委員会としては、教育職員が子ども一人一人と向き合う時間
を確保し、より質の高い教育活動を推進するとともに、教育職員のワーク・
ライフ・バランスと働きがいの更なる向上を図ることを目指し、本計画を策
定する。 

 

 ⑵ 本市の現状 

○ 本市では、令和元年 12 月に、「今治市立学校の教師の勤務時間の上限に
関する方針」や「今治市立学校の業務改善方針」を策定し、教育職員の時
間外在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組んできた。 

○ 愛媛県教育委員会が愛媛大学と連携して令和２年度から実施している、
「小中学校における働き方改革における意識調査」の結果を分析し、教育
職員の「働きがい」に関しての意識向上を視点とした業務改善の推進に努
めている。 

○ こうした取組の結果、近年の本市における教育職員の時間外在校等時間
や「働きがい」等に関する意識調査の状況は、以下のとおりであった。 
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   【校種別 時間外在校等時間の状況】（令和６年度） 

 月平均 年 360ｈ以内 ～45ｈ未満 45～80ｈ未満 80ｈ～ 

小学校 月 35.6ｈ 30.5% 66.3％  31.0％ 2.7％ 

中学校 月 35.2ｈ 34.8% 70.0％    28.0％ 2.0％ 

 

【職種別 時間外在校等時間の状況】（令和６年度） 

 月平均 年 360ｈ以内 ～45h 未満 45～80ｈ未満 80ｈ～ 

校長 29.2ｈ 57.5％ 84.8％ 14.4％ 0.8％ 

教頭 51.0ｈ 7.7％ 46.6％ 44.9％ 8.5％ 

教諭等 35.4ｈ 32.7％ 67.7％ 30.0％ 2.3％ 

 

○ 時間外在校等時間が 45 時間を超える割合は、約 30％である。割合は高
くはないが、月 80 時間を超える教育職員も存在する。職種では、教頭の
割合が高い。学校現場の状況から、依然として生徒指導や保護者対応、教
材研究、部活動などの業務の負担感が大きく、適材適所の人員配置や役割
分担、部活動地域展開の促進等を図ることによって、教育職員の時間的余
裕の創出や子どもと向き合う時間の確保が急務となっている。 

 

【働きがい等の状況】「小中学校における働き方改革における意識調査」 

 ワークエンゲージメント 主観的幸福感 抑うつ傾向 学びの実践 

Ｒ７県平均 30.4 6.5 5.0 4.6 

Ｒ７市平均 29.8 6.3 5.5 4.7 

Ｒ６市平均 29.9 6.3 5.0 4.4 

Ｒ５市平均 30.2 6.2 5.4 4.3 

 

愛媛大学教職大学院 露口教諭の研究及び調査より 

・ワークエンゲージメント：「やりがい」（０→５４高い方がよい） 

・主観的幸福感：「ワーク・ライフ・バランス」（０→１０高いほうがよい） 

・抑うつ傾向：「メンタルヘルス」（２４→０低い方がよい） 

・学びの実践：「専門性を育む」「講座等への参加」等（０→９高い方がよい） 

 

○ 県全体の数値と比較して、本市の教育職員の「働きがい」は、県平均、
もしくは若干ではあるが、低い結果となっている。 

○ こうしたことを踏まえ、改正給特法第８条に基づき、本計画を策定す
るものである。 
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２． 目 標 

 ⑴ 時間外在校等時間に関する目標 

① 各学期における１月の平均時間外在校等時間が80時間を上回る教育職
員の割合を０％とする。 

② 各学期における１月の平均時間外在校等時間が45時間を上回る割合を、
20％以下にする。 

・ 学期ごとに①及び②の目標達成状況を確認し、学校への指導や助言を随
時行うことで、年度末の目標達成を目指す。その結果、教育職員一人当た
りの１か月時間外在校等時間が平均 30 時間に近づくように努める。 

 ⑵ ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標（【 】内はＲ６年
度の数値） 

  ・ 夏季休暇５日の取得率を 100％とする。【99％】 

・ 年間の年次有給休暇の取得日数１０日以上を 100％とする。【87.3％】 

（新規採用教育職員を除く。） 

・ ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を５％までに減少させ
る。【10.6％】 

・  「小中学校における働き方改革における意識調査」における働きがいに
関する４項目において、県の平均値を上回る。【１/４項目】 

・  「今治市動動部（化化部）活動の在り方に関する方針」に基づき、休養
日（平日１日、土 ・日の内１日）の設定と活動時間（平日２時間程度、休
日３時間程度）を順守する。 

・ 中学校部活動の地域展開を拡充し、令和 10 年度末を目標に、休日の動
動・化化部活動を地域に完全展開する計画で進める。 

 

３． 計画の期間 

   令和８年度から令和11年度まで （たしし、毎年、目標数値の見直しを行う。） 

 

４． 実施する業務量管理・健康確保措置の内容  

   本市では、本計画期間中の重点目標として、以下の内容に取り組む。 

  ⑴ 「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し  

   ①  学校以外が担うべき業務 

● 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等 

・ 各地域の実情を踏まえつつ、児童生徒の登下校の時間帯に、保護
者や各小学校区のまもり隊、学校支援ボランティアなどに協力を依
頼し、登下校時の通学路の見守り活動を推進する。 
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● 放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された

ときの対応 

・ 放課後から夜間 （学校管理下外）における見回りについては、警
察や青少年センターが行っている補導活動や巡視活動に委ねるこ
ととし、学校における自主的な見回り活動は原則行わないこととす
る。また、今治市青少年問題協議会や児童 ・生徒をまもり育てる協
議会、生徒指導主事会等において、補導された児童生徒の引取りに
ついては、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有
する。 

● 学校徴収金の徴収・管理 

・ 令和９年度より、学校徴収金システムを導入し、学校での現金取
扱い業務を無くす。（岡村小・関前中は除く） 

● 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等において、学校では対応
が困難な事案への対応 

・ 市長部局や県との連携を強化し、学校では対応できない過剰な苦
情や不当な要求 （カスタマーハラスメント）等に対しては、市の顧
問弁護士や県のスクールロイヤー制度を活用して相談や対応に当
たる。 

● 学校を経由したチラシ等の周知方法の見直し 

・  「市立小中学校を経由したチラシ等の周知に関するに関する動用
方針」を策定し、学校外部の団体等から学校を経由して児童生徒及
び保護者に対し配布されるチラシ等印刷物について、配布の承認に
関する取扱いを明確化するとともに、本市ホームページ内の「小学

校・中学校向けイベントチラシ等掲載ページ」に 掲載する基準を
定め、学校を経由した印刷物配布の内容及び方法を適正化する。 （令
和７・８年度を移行期間とし、令和９年度からは、原則、紙媒体で
のチラシ等配布は行わない。） 

   ② 教員以外が積極的に参画すべき業務  

    ● 部活動の地域展開  

      ・ 令和６年度より「部活動地域展開実証事業」を活用し、できる種
目から休日の部活動を地域展開へと移行している。令和７年度より
更に拡充し、令和 10 年度末までに休日の動動・化化部活動を完全
に地域展開へと移行していく計画で進める。 

   ③ 教員の業務しが、負担軽減を促進すべき業務 

    ● ＩＣＴ機器、システムの充実 

      ・ 授業支援システムや学習支援ソフト等を活用することにより、教
材準備や採点等に費やす時間を短縮する。 

・ 校務支援システムの機能や愛媛県が開発したＣＢＴシステム（Ｅ
ＩＬＳ）等を効果的に活用することにより、授業準備や採点業務、
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成績処理等に係る事務負担を軽減する。 

・ グループウェアを刷新し、教育職員間、各学校と教育委員会間で
の情報共有を強化するとともに、業務効率化を図る。 

● 授業準備等への支援 

・ 授業者が子どもと向き合う時間を確保するために、授業準備や事
務業務を補助するスクール・サポート・スタッフ （ＳＳＳ）を配置
するとともに、学校支援ボランティアや、大学生による有償ボラン
ティアを登録し、授業補助や学校生活補助として学校に派遣する。 

・ ＩＣＴを活用した授業力を向上させるため、ＩＣＴ支援員を配置
する。 

● 支援が必要な児童生徒、家庭への対応  

      ・ スクールカウンセラー （ＳＣ）、スクールソーシャルワーカー （Ｓ
ＳＷ）、ハートなんでも相談員等の専門的な知見を活用しつつ情報
交換を密にした相談支援体制の更なる構築を図る。 

・ 授業において、配慮が必要な児童生徒に対して、学習の支援を行
う学習アシスタントを配置する。 

      ・ 特別支援学級の児童生徒を対象に、学校生活全般への支援として
学校生活支援員を配置する。 

      ・ 令和４年度より本市独自の不登校対策事業「愛と心をつなぐ不登
校対策事業」を開始し、令和５年度より愛媛県で初めて全小中学校
（岡村小・関前中は除く）に校内サポートルームを開設した。不登
校対策支援員を配置して不登校傾向にある児童生徒の安全 ・安心な

居場所づくりの支援体制を構築している。また、年４回、不登校対
策支援員研修会を実施し、講師を招いての不登校支援の研修や支援
員同士のサポートルームのより良い動営の在り方等についての情
報共有を行っている。サポートルームの利用状況については、以下
のとおりである。 

 サポートルーム利用者数 

小学校 中学校 合計 

令和５年度 61 62 123 

令和６年度 71 107 178 

令和７年度 

(１２月末現在) 
76 111 187 

 

 ⑵ 学校における措置の推進 

   学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正
化を図る。 

・  「チーム担任制」を導入し、一つの学級や学年を複数の教育職員が協働
して受け持つ体制づくりに取り組む。従来のように一人の学級担任が全て
の学級動営・指導・保護者対応等を担うのではなく、複数の教育職員がチ
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ームとして児童生徒を支え、「一人で抱え込まない学校づくり」を目指す

とともに、教育職員間の連携を深め、教育の質向上及び働き方改革の推進
を図る。 

・ 各学校の教育課程における年間授業時数や週の授業時数については、年
度当初の計画段階で真に必要な時数となるように設定する。特に、標準授
業時数が大幅に上回っている場合は、指導体制の見直しを行い、教育職員
のゆとりの時間を創出する。 

・ 当初のねらいが形骸化し、十分な効果が見込めない活動等の見直し、清
掃活動・頻度の見直し、放課後に行っている活動を勤務時間内での設定に
するなど、日課表の点検・工夫を行う。 

   ・  休日及び勤務時間外の対応として、学校設置の電話機に通話録音装置、
及び自動音声システム（休日・時間外における業務終了アナウンス自動   

応答装置）を導入し、業務改善の推進を図る。 

 ⑶ 教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

   教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を順
守するとともに、以下の内容に取り組む。 

・ １月の時間外在校等時間が 100 時間を超える教育職員又は連続する２
月から６月のそれぞれの期間における各月の時間外在校等時間の１月当
たりの平均時間が 80 時間を超える教育職員は、産業医による面接指導を
実施する。 

・ 各学校も含め、ストレスチェックの実施率を 100％にし、実施後の分析
結果等を活用して職場改善を推進する。また、必要に応じて個人に対し
て産業医による面接を行う。 

・ 年次有給休暇について、まとまった日数を連続して取得できるよう、各
学校に対して取得を促進する。 

・ 各学校に対して、教育職員がリフレッシュすることを目的に、長期休業
期間中(夏季休業期間及び冬季休業期間)に週休日及び祝日を含めた連続
７日以上の学校閉庁日を設ける。 

・ 教育職員が健康で安心して働く環境づくりを推進するための相談窓口
が活用できるよう、積極的に周知を図る。 （教育職員健康相談室 ・メンタ
ルヘルスさくらさん[ＡＩ診断] 、産業医面接相談等） 

 

５． 関連する取組、今後のフォローアップについて  

(1) 教育委員会は、この計画における取組の着実な実行を図るため、各学校
の教育職員の時間外在校等時間の状況、及び愛媛県教育委員会が実施する
意識調査から教育職員のやりがい等を把握し、毎年度、定例教育委員会及
び総合教育会議において報告する。 

(2) 各小中学校の校長は、学校動営協議会において、学校動営に関する基本
的な方針の中に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含め、
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承認を得る。また、年度末に取組状況を報告する。 

(3) 時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、本市で導入して
いる校務支援システムで把握し、その他の目標については、本市で導入し
ているストレスチェックの結果から把握する。 

(4) 教育委員会において各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課
題が見られるときは、当該学校に聞き取りを実施し、指導や助言を行う。 
特に、時間外在校等時間が長時間となっている教育職員がいる学校や業務
の持ち帰り、休憩時間の確保が課題となっている学校に対しては、当該年
度中にも速やかに状況が改善されることを目指し、当該学校に対する個別
の支援・指導を行う。 

(5) 各学校における働き方改革の取組が進むよう、校長会や教頭会等、様々
な機会を捉え、各学校へ本計画の周知を行う。各学校においては、校長を

はじめとした管理職のリーダーシップの下、学校動営協議会における協議
等も踏まえつつ、本計画に基づき、教育職員の働き方改革に向けた取組を
実施する。 

(6) 保護者や地域の理解を促進するため、各学校で学校動営協議会等を中心
に「業務の３分類」である「学校以外が担うべき業務」「教師以外が積極的
に参画すべき業務」「教師の業務しが負担軽減を促進すべき業務」をはじ
めとする業務量管理・健康確保措置の内容について周知を行い、協力が得
られるよう依頼する。また、教育委員会も地域や保護者団体など、あらゆ
る機会を捉えて周知するとともに、学校への協力を依頼していく。 

(7) 学校生活での児童生徒等の支援及び教育職員の負担軽減に関わる学校
生活支援員や学習アシスタント、不登校対策支援員、スクールサポートス
タッフ （ＳＳＳ）など、人材の確保については、県や市関係部局と連携し

ながら、引き続き取り組んでいく。 
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１ 目的 

本市の学校給食は、「安全・安心で栄養バランスのとれた給食」お

よび「地産地消による手づくりで温かい給食」を特色として、市内の

児童生徒約１万人に給食を提供している。 

 しかし、多くの調理場において施設・設備の老朽化が進行するとと

もに、児童生徒数の減少や、調理員の確保が困難になっている状況な

ど、持続可能な運営に課題が生じている。 

このような中、今治市教育委員会は、「今治市学校給食調理場の在

り方について」今治市学校給食運営審議会に諮問を行った。その答申

内容を踏まえ、将来にわたり「日本一おいしい給食」を安定的に提供

できる体制を構築することを目的として、本基本方針を定める。 

 

 

２ 基本理念 

 調理場再編整備における基本理念を以下のとおり定める。 

 

（１）安全・安心な給食の提供 

 

（２）地産地消による手づくりで温かい給食の維持・発展 

 

（３）持続可能な給食提供体制の構築 
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３ 基本方針 

 調理場再編整備における基本理念を実現するため、基本方針を以

下のとおり定める。 

 

（１）安全・安心な給食の提供 

 

基本方針１：施設・設備の安全性・衛生管理の強化 

調理場の建替え等を行う場合には、 

・文部科学省が示す「学校給食衛生管理基準」及び、今治市が定める

「今治市学校給食衛生管理マニュアル」に適合した施設とする。 

・アレルギー専用調理室等を設けるなど、安全性を最優先とした調理

体制を確立する。 

 

 

（２）地産地消による手づくりで温かい給食の維持・発展 

 

基本方針２：「「手づくりで温かい給食」の提供 

・自校式調理場については、食育の観点からも多くのメリットが認め

られることから、存続可能か検討する。 

・共同調理場化も含めた再編を進める場合においても、調理後２時間

以内に喫食できるよう、提供可能配送範囲、配送方法、調理規模等を

総合的に判断検討し、これまでと同様に「手づくりで温かい給食」の

提供に努める。 

基本方針３：食育拠点としての施設整備 

・建替え等を行う場合には、見学可能な動線や設備を整え、「調理場探

検ツアー」「職場体験学習」等の実施を継続・拡充する。 
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（３）持続可能な給食提供体制の構築 

 

基本方針４：調理場老朽化への対応 

・耐震化未実施の旧建築基準の調理場（玉川、大西、波方小）につい

て、優先的に整備方針を検討する。 

基本方針５：共同調理場化も含めた調理場再編 

・児童生徒数の減少や調理員確保の課題を踏まえ、事業効率化の観点

から共同調理場化も含めた再編を進める。 

基本方針６：調理員の働きやすい環境整備 

・休憩室、更衣室、空調設備等の充実を図り、人材確保と定着を促進

する。 

・最新調理器具の導入により作業負担の軽減を図る。 

基本方針７：民間委託導入の検討 

・調理場の再編整備に合わせ、市の責任の下で調理・洗浄業務等の民

間委託を検討する。 

基本方針８：学校と調理場の連携 

・自校式調理場から共同調理場へ移行する場合においても、児童生徒

と栄養教諭、学校栄養職員、栄養士、調理員等との交流を促進させる

ことで、学校の食育活動を支える体制を維持する。 

 

 

４ 実施に向けた留意事項 

（１）今後の学校統合の動向を踏まえ、中長期的な展望を持って再

編整備等を進める。 

 

（２）調理場の再編整備を通じて、調理員はもとより、栄養教諭等

を含む全ての職員が、安全で働きやすい労働環境を確保できる

よう努める。 
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５ 今後の進め方 

（１）基本方針に基づく「「学校給食施設再編整備基本計画」の策定 

・既存施設の劣化状況調査を実施するとともに、再編整備規模・

施設数の検討を行う。概算事業費の算出・事業スケジュールの検

討を行う。 

 

（２）関係者との協議 

・学校給食運営審議会をはじめ、必要に応じ、学校・PTA・栄養

教諭等・調理員らから意見聴取を行う。 

 

（３）財源確保 

・「「学校施設環境善交交金」」等の国庫補助」の活用を検討し、

財政負担の軽減を図る。 
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【参考】 今治市立学校給食調理場（令和８年１月１日時点） 

 
 

赤太字 ： 築 45 年以上経過している旧耐震基準の建物 

赤字  ： 築 40 年以上経過している現耐震基準の建物 

青字  ： 築 20 年以内の建物 

 

 



 

 

 

今治市学校給食調理場の在り方について 
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令和８年３月 

今治市学校給食運営審議会 

 

 

 

 

 

参 考 



はじめに 

 

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた

豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、

食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材としての役割を担っています。 

  今治市においては、現在１１の共同調理場、１０の単独調理場において調理を行い、約１万

人の児童生徒に、安全・安心な学校給食を提供しています。全調理場に栄養士を配置、それ

ぞれの調理場ごとに献立を作成し、手作りにこだわった温かい給食を提供するとともに地

元産の農産物を積極的に取り入れています。 

  一方で、夢づくり調理場（平成２５年９月供用開始）と吹揚小学校調理場（平成２７年４月

供用開始）を除く調理場では、施設・設備の老朽化が進んでいます。特に、玉川調理場・大西

調理場・波方小学校調理場については、耐震化未実施の旧建築基準建築物であり、現行の

耐震基準を満たしておらず、安全・安心な給食を提供するため、今後の在り方を早急に検

討する必要があると考えられます。 

  また、児童生徒数の減少や、調理員の確保が困難になっている現状を踏まえると、事業

の効率化の観点からも、調理場の統合も含めた再編整備について検討することが求められ

ています。 

  このような中、今治市学校給食運営審議会は、令和７年９月２９日付で、今治市教育委員

会教育長より「今治市学校給食調理場の在り方について」諮問を受け、令和７年１１月から

令和８年２月にかけて、計３回の審議会を開催し、事務局提示資料および、保護者アンケー

ト調査結果等を踏まえ、慎重に審議を行いました。 

  本答申書は、今治市の「日本一おいしい給食」に向けた取組を将来にわたり持続可能

なものとするため、今後の学校給食調理場の在り方について、本審議会としての意見を

取りまとめたものです。 

 

今治市学校給食運営審議会  

会長 木村 晴彦 



【 答 申 内 容 】 

 

令和７年９月２９日付で諮問のあった、「今治市学校給食調理場の在り方について」に

関し、委員の総意として次のとおり答申します。 

 

〇 学校給食について 

①「安全・安心で栄養バランスのとれた給食」の提供 

②「地産地消で、手作りで温かい給食」の提供  

   

今治市においては、現在 11 の共同調理場、10 の単独調理場において調理を行い、

約１万人の児童生徒に、安全・安心な学校給食を提供しています。全調理場に栄養士を配

置し、それぞれの調理場ごとに献立を作成することで、手作りにこだわった温かい給食

を提供するとともに、地元産の農産物を積極的に活用しています。 

令和７年２月に実施した児童生徒対象のアンケート調査では、全体で 85.5%が「とて

もおいしい・おいしい」と回答しました。また、11 月に実施した保護者対象のアンケート

においても、約７割の方が「満足・やや満足」と回答しており、その多くが、安全・安心で栄

養バランスがとれた給食であることに加え、「地産地消で、手作りで温かい給食」という、

今治市の学校給食の特色を高く評価しています。 

今後、調理場の再編整備を進めるにあたっても、これまで築いてきた今治市の学校給

食の特色が継承されるよう、十分に配慮した検討が行われることが望まれます。 

 

〇 調理場の再編整備について 

① 共同調理場の検討 

自校式調理場は、各学校の喫食時間に合わせて温かい給食が提供できることに加え、

調理する音や匂いを五感で感じられるなど、食育の観点からも多くのメリットがあり、望

ましい環境であると考えられます。 



  一方、今治市の共同調理場は、最大で１日あたり 2,400 食を提供する小規模の共同

調理場であり、学校に近い立地条件を生かし、地元産の農産物を取り入れた温かい給食

を提供しています。児童生徒対象のアンケートにおいても、自校式調理場には及ばない

ものの、高い満足度（とてもおいしい 50％、おいしい 34％）を維持しています。 

  調理場の老朽化や児童生徒数減少に伴う効率化への対応として、調理場の統廃合を

含め、共同調理場とすることも検討する必要があると考えられます。その際には、「地産

地消で、手作りで温かい給食」を、可能な限り実現できる提供範囲や、配送方法等を十分

考慮しながら、調理場整備を進めていくことが適当であると考えます。 

 

② 「衛生管理が徹底された施設」、「調理員の労働環境が整った施設」の整備 

  保護者アンケートの結果、施設整備にあたっては、 「衛生管理が徹底された施設」、

「調理員の労働環境が整った施設」を求める声が多く寄せられました。 

  安全・安心で栄養バランスのとれた給食を、今後も安定して提供し続けるためには、文

部科学省が示す「学校給食衛生管理基準」及び、今治市が定める「今治市学校給食衛生管

理マニュアル」に適合した施設が必要です。また、調理場で働く調理員の労働環境を整え

ることは、人材確保・定着にも繋がり、将来に渡って安定的な給食提供体制を構築するこ

とができると考えられます。 

 

③ 適正な食物アレルギー対応 

 令和７年度において、今治市では２５４人の児童生徒が食物アレルギー対応を必要とし

ています。給食提供にあたっては、アナフィラキシーショックなど生命に関わるリスクが

あるため、慎重かつ万全な対応が求められます。 

施設整備にあたっては、食物アレルギー対応専用の調理室を設けるなど、安全性を最

優先とした調理体制の確立が図られることを望みます。 

 

 

 



〇 調理場の運営について 

① 調理場の調理・洗浄業務の民間委託の検討 

  調理場運営について、現在、夢づくり調理場において調理・洗浄業務の民間委託が行

われており、その他の調理場は、市の直営により運営されています。保護者アンケートで

は、57％の方が調理・洗浄業務の民間委託を、20％の方が調理・洗浄業務以外も民間

委託して問題ないと回答しており、一定の理解が示されている結果となっています。 

調理員の確保が課題となる中、調理場の再編に合わせ、市の責任のもと、民間委託に

ついても検討すべきであると考えます。 

 

 

 

【 附帯意見 】 

本答申の実施にあたっては、次の事項に留意されたい。 

１  調理場の再編整備にあたっては、今後の学校統合の動向を踏まえ、中長期的な展望を

持って検討すること。 

２   自校式調理場から共同調理場へ移行する場合においても、児童生徒と栄養教諭、学校

栄養職員、栄養士、調理員等との交流を促進し、「顔の見える関係づくり」に努めること。 

３   調理場の新設にあたっては、食育の拠点として見学可能な施設とすることが望まし

い。あわせて「調理場探検ツアー」や、中学生対象の「ジョブチャレンジ」を継続するなど、

調理場への理解と関心を深める取組を一層推進すること。 

４    調理場の再編整備を通じて、栄養教諭等を含む全ての職員が、安全で働きやすい労働

環境を確保できるよう努めること。 

 

 

 

 

 



令和７年度 今治市学校給食運営審議会委員 

 

 
区  分 関係役職名 氏 名 

１ 

公共団体 

職員 

校長会（学校給食部会長） 木村 晴彦 

２ 校長会（学校給食部会副会長） 山川 博一 

３ 校長会（学校給食部会委員） 菅 征永 

４ 今 治 東 中 等 教 育 学 校 長 丸山 達也 

５ 栄 養 教 諭 （ 県 職 員 ） 中村 文 

６ 
東 予 教 育 事 務 所 

地域教育推進課  指導主事 
倉瀬 賢典 

７ 
今 治 保 健 所 

生 活 衛 生 課  課 長 
大塚 有加 

８ 

公共的団体 

役職員 

今治市ＰＴＡ連合会会長 

（１区） 
長尾 正人 

９ 
今治市ＰＴＡ連合会副会長 

（２区） 
寒川 正樹 

10 
今治市ＰＴＡ連合会副会長 

（３区） 
矢野 律子 

11 

学識経験者 

今 治 精 華 高 等 学 校 主 任 

（調理科） 
生田 好宏 

12 
今治明徳短期大学准教授

（ライフデザイン学科食物栄養コース） 
中居 由香 

13 元 中 学 校 家 庭 科 教 諭 水谷 陽子 

任 期 令和７年 10月１日 ～ 令和９年９月 30日 
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第５回教育委員会議案第 10号 

 

 

 

今治市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した 

外国語指導補助員任用規則の制定について 

 

 

 

標記のことについて、別紙のとおり定める。 

 

 

令和８年３月 23日 提出 

 

 

 

今治市教育委員会 

教育長 小澤 和樹  

 

 

資料 ４ 

２ 

 



教育委員会規則第 号  

  

  

今治市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導補助員任用

規則を別紙のとおり定める。 

  

  

令和８年 月 日 

  

今治市教育委員会  

教育長 小澤 和樹  

 

 

案 



今治市外国自治体との各種分野における交流に 

基づいて招致した外国語指導補助員任用規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指

導補助員（以下「招致外国語指導補助員」という。）の給与及び勤務条件に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 招致外国語指導補助員は、次に掲げる職務を行う。 

(１) 英語教育、外国語活動及び国際理解教育における指導 

(２) 英語以外の授業への参加 

(３) 指導方法等の研修会への参加 

(４) 教材及び資料の作成 

(５) 教員との指導内容及び指導方法についての事前の打ち合わせ 

(６) クラブ活動、部活動等への参加 

(７) 児童及び生徒との交流活動、個別指導 

(８) 試験実施の補助 

(９) 学校内外での行事運営支援及び参加 

(10) 教授手法等の教員に対する支援及び研修の講師 

(11) 実用英語技能検定に向けた指導 

(12) 市内保育所、幼稚園等における園児との交流活動 

(13) その他本事業の円滑な進行に教育委員会又は学校長が必要と認めて指示する事項 

（給与の種類） 

第３条 招致外国語指導補助員の給与は、給料及び手当とする。 

２ 前項の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当と

する。 

（給料） 

第４条 招致外国語指導補助員の給料は、月額225,000円とする。 

２ 手当は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例（令和元年今治

市条例第36号）第２条に規定する通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務

手当とする。 

（委任） 



第５条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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第５回教育委員会議案第 10号 

 

 

 

今治市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した 

外国語指導補助員任用規則の制定について 

 

 

 

標記のことについて、別紙のとおり定める。 

 

 

令和８年３月 23日 提出 

 

 

 

今治市教育委員会 

教育長 小澤 和樹  

 

 

資料 ４ 

２ 

 



2 

 

 



○案  

教育委員会規則第 号  

  

  

今治市学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定める。 

  

  

令和８年 月 日 

  

今治市教育委員会  

教育長 小澤 和樹  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

今治市学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則 

 

今治市学校運営協議会に関する規則（平成30年今治市教育委員会規則第14号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第47条の６」を「第47条の５」に改める。 

第９条中「法第47条の６第４項」を「法第47条の５第４項」に改め、同条中第４号を第５号と

し、第３号の次に次の１号を加える。 

(４) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）

第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

「参 考」 

今治市学校運営協議会に関する規則改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号。

以下「法」という。）第47条の５の規定に基

づき、学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）の設置に関する基本的な事項及び運営

に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号。

以下「法」という。）第47条の６の規定に基

づき、学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）の設置に関する基本的な事項及び運営

に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（基本的な方針） （基本的な方針） 

第９条 法第47条の５第４項の規定により規

則で定める事項は次のとおりとする。 

第９条 法第47条の６第４項の規定により規

則で定める事項は次のとおりとする。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和46年法

律第77号）第７条第１項に規定する業務量

管理・健康確保措置の実施に関すること 

(４) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第7

7号）第７条第１項に規定する業務量管理・健

康確保措置の実施に関すること 

(５) 略 (４) 略 
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第５回教育委員会議案第 12 号 

 

 

 

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給

与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程制定について 

 

 

 

標記のことについて、別紙のとおり定める。 

 

 

 

令和８年３月 23 日 提出 

 

 

 

 

 

 

今治市教育委員会 

教育長 小澤 和樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料６ 
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今治市教育委員会規程第 号  

 

 

 今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、

旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和８年３月 日 

 

今治市教育委員会教育長  小 澤 和 樹 

    

 

 

案 



4 

 

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員 

の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程 

 

 今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、

旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程（令和２年教育委員会規程第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

職務の級 

号給 

給食職員 

1級 2級 

給料月額 給料月額 

 円 円 

1 198,200 240,400 

2 199,900 241,200 

3 201,600 242,000 

4 203,300 242,700 

5 205,000 243,400 

6 206,700 244,100 

7 208,300 244,900 

8 209,900 245,600 

9 211,500 246,400 

10 213,000 247,100 

11 214,500 247,800 

12 215,900 248,400 

13 217,300 249,100 

14 218,800 249,500 

15 220,300 250,000 

16 221,800 250,400 

17 223,200 250,900 

18 224,600 251,300 

19 226,000 251,800 
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20 227,400 252,200 

21 228,800 252,500 

22 229,800 252,800 

23 230,900 253,100 

24 232,000 253,400 

25 233,000 253,900 

26 233,800 254,400 

27 234,700 254,800 

28 235,500 255,300 

29 236,400 255,800 

30 237,200 256,300 

31 238,000 256,700 

32 238,800 257,100 

33 239,600 257,400 

34 240,100 257,900 

35 240,600 258,400 

36 241,100 258,800 

37 241,700 259,200 

38 242,200 259,700 

39 242,700 260,100 

40 243,200 260,500 

41 243,700 260,900 

42 244,000 261,300 

43 244,300 261,800 

44 244,700 262,100 

45 245,100 262,400 

46 245,500 262,800 

47 245,900 263,200 

48 246,300 263,500 

49 246,600 263,900 

50 246,900 264,300 

51 247,200 264,600 
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52 247,500 264,900 

53 247,700 265,300 

54 248,000 265,600 

55 248,300 265,900 

56 248,600 266,300 

57 248,800 266,600 

58 249,100 266,900 

59 249,400 267,200 

60 249,600 267,500 

61 249,800 267,800 

62 250,100 268,100 

63 250,400 268,400 

64 250,600 268,700 

65 250,800 268,900 

66 251,100 269,200 

67 251,400 269,500 

68 251,600 269,700 

69 251,800 269,900 

70 252,100 270,200 

71 252,400 270,500 

72 252,600 270,700 

73 252,800 270,900 

74 253,100 271,200 

75 253,400 271,500 

76 253,600 271,700 

77 253,800 271,900 

78 254,100 272,200 

79 254,400 272,500 

80 254,600 272,700 

81 254,800 272,900 

82 255,100 273,200 

83 255,300 273,500 
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84 255,600 273,700 

85 255,800 273,900 

86 256,000 274,100 

87 256,300 274,400 

88 256,600 274,700 

89 256,800 274,900 

90 257,100 275,100 

91 257,400 275,400 

92 257,600 275,600 

93 257,800 275,900 

94 258,100 276,200 

95 258,400 276,500 

96 258,600 276,700 

97 258,800 276,900 

98 259,100 277,200 

99 259,400 277,400 

100 259,600 277,700 

101 259,800 277,900 

102 260,100 278,100 

103 260,400 278,400 

104 260,600 278,700 

105 260,800 278,900 

106   279,100 

107   279,400 

108   279,600 

109   279,900 

110   280,200 

111   280,500 

112   280,700 

113   280,900 

114   281,200 

115   281,400 
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116   281,600 

117   281,900 

118   282,200 

119  282,500 

120  282,700 

121  282,900 

122  283,100 

123  283,400 

124  283,700 

125  283,900 

126  284,100 

127  284,400 

128  284,700 

129  284,900 

130  285,100 

131  285,400 

132  285,700 

133  285,900 

134  286,100 

135  286,400 

136  286,700 

137  286,900 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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「参 考」 

今治市学校給食業務に従事する職員のうち単純な労務に雇用される会計年度任用 

職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（学校給食単純労務会計年度任用職員に適用

する給料表） 

（学校給食単純労務会計年度任用職員に適用

する給料表） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

職務の級 

号給 

給食職員 

１級 ２級 

給料月額 給料月額 

 円 円 

１ 198,200 240,400 

２ 199,900 241,200 

３ 201,600 242,000 

４ 203,300 242,700 

５ 205,000 243,400 

６ 206,700 244,100 

７ 208,300 244,900 

８ 209,900 245,600 

９ 211,500 246,400 

10 213,000 247,100 

11 214,500 247,800 

12 215,900 248,400 

13 217,300 249,100 

14 218,800 249,500 

15 220,300 250,000 

16 221,800 250,400 

17 223,200 250,900 

18 224,600 251,300 

19 226,000 251,800 

職務の級 

号給 

給食職員 

１級 ２級 

給料月額 給料月額 

 円 円 

１ 185,700 227,700 

２ 187,400 228,500 

３ 189,100 229,300 

４ 190,800 230,100 

５ 192,500 230,800 

６ 194,200 231,600 

７ 195,800 232,400 

８ 197,400 233,200 

９ 199,000 234,000 

10 200,500 234,700 

11 202,000 235,400 

12 203,500 236,100 

13 205,000 236,800 

14 206,500 237,400 

15 208,000 238,000 

16 209,500 238,600 

17 211,000 239,200 

18 212,400 239,800 

19 213,800 240,400 
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20 227,400 252,200 

21 228,800 252,500 

22 229,800 252,800 

23 230,900 253,100 

24 232,000 253,400 

25 233,000 253,900 

26 233,800 254,400 

27 234,700 254,800 

28 235,500 255,300 

29 236,400 255,800 

30 237,200 256,300 

31 238,000 256,700 

32 238,800 257,100 

33 239,600 257,400 

34 240,100 257,900 

35 240,600 258,400 

36 241,100 258,800 

37 241,700 259,200 

38 242,200 259,700 

39 242,700 260,100 

40 243,200 260,500 

41 243,700 260,900 

42 244,000 261,300 

43 244,300 261,800 

44 244,700 262,100 

45 245,100 262,400 

46 245,500 262,800 

47 245,900 263,200 

48 246,300 263,500 

49 246,600 263,900 

50 246,900 264,300 

20 215,200 240,900 

21 216,600 241,400 

22 217,700 241,900 

23 218,800 242,400 

24 219,900 242,900 

25 220,900 243,400 

26 221,800 243,900 

27 222,700 244,300 

28 223,600 244,800 

29 224,500 245,400 

30 225,300 245,900 

31 226,100 246,400 

32 226,900 246,800 

33 227,700 247,200 

34 228,400 247,700 

35 229,100 248,200 

36 229,800 248,600 

37 230,500 249,000 

38 231,100 249,500 

39 231,700 250,000 

40 232,300 250,400 

41 233,000 250,800 

42 233,500 251,300 

43 234,000 251,800 

44 234,500 252,200 

45 235,000 252,600 

46 235,400 253,000 

47 235,800 253,400 

48 236,200 253,800 

49 236,600 254,200 

50 236,900 254,600 
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51 247,200 264,600 

52 247,500 264,900 

53 247,700 265,300 

54 248,000 265,600 

55 248,300 265,900 

56 248,600 266,300 

57 248,800 266,600 

58 249,100 266,900 

59 249,400 267,200 

60 249,600 267,500 

61 249,800 267,800 

62 250,100 268,100 

63 250,400 268,400 

64 250,600 268,700 

65 250,800 268,900 

66 251,100 269,200 

67 251,400 269,500 

68 251,600 269,700 

69 251,800 269,900 

70 252,100 270,200 

71 252,400 270,500 

72 252,600 270,700 

73 252,800 270,900 

74 253,100 271,200 

75 253,400 271,500 

76 253,600 271,700 

77 253,800 271,900 

78 254,100 272,200 

79 254,400 272,500 

80 254,600 272,700 

81 254,800 272,900 

51 237,200 255,000 

52 237,500 255,400 

53 237,800 255,800 

54 238,100 256,200 

55 238,400 256,600 

56 238,700 257,000 

57 238,900 257,300 

58 239,200 257,700 

59 239,500 258,100 

60 239,700 258,400 

61 239,900 258,700 

62 240,200 259,100 

63 240,500 259,500 

64 240,700 259,800 

65 240,900 260,100 

66 241,200 260,400 

67 241,500 260,700 

68 241,700 260,900 

69 241,900 261,100 

70 242,200 261,400 

71 242,500 261,700 

72 242,700 261,900 

73 242,900 262,100 

74 243,200 262,400 

75 243,500 262,700 

76 243,700 262,900 

77 243,900 263,100 

78 244,200 263,400 

79 244,500 263,700 

80 244,700 263,900 

81 244,900 264,100 
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82 255,100 273,200 

83 255,300 273,500 

84 255,600 273,700 

85 255,800 273,900 

86 256,000 274,100 

87 256,300 274,400 

88 256,600 274,700 

89 256,800 274,900 

90 257,100 275,100 

91 257,400 275,400 

92 257,600 275,600 

93 257,800 275,900 

94 258,100 276,200 

95 258,400 276,500 

96 258,600 276,700 

97 258,800 276,900 

98 259,100 277,200 

99 259,400 277,400 

100 259,600 277,700 

101 259,800 277,900 

102 260,100 278,100 

103 260,400 278,400 

104 260,600 278,700 

105 260,800 278,900 

106  279,100 

107  279,400 

108  279,600 

109  279,900 

110  280,200 

111  280,500 

112  280,700 

82 245,200 264,400 

83 245,400 264,700 

84 245,700 264,900 

85 245,900 265,100 

86 246,100 265,300 

87 246,400 265,600 

88 246,700 265,900 

89 246,900 266,100 

90 247,200 266,300 

91 247,500 266,600 

92 247,700 266,800 

93 247,900 267,100 

94 248,200 267,400 

95 248,500 267,700 

96 248,700 267,900 

97 248,900 268,100 

98 249,200 268,400 

99 249,500 268,600 

100 249,700 268,900 

101 249,900 269,100 

102 250,200 269,300 

103 250,500 269,600 

104 250,700 269,900 

105 250,900 270,100 

106  270,300 

107  270,600 

108  270,800 

109  271,100 

110  271,400 

111  271,700 

112  271,900 
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113  280,900 

114  281,200 

115  281,400 

116  281,600 

117  281,900 

118  282,200 

119  282,500 

120  282,700 

121  282,900 

122   283,100 

123   283,400 

124   283,700 

125   283,900 

126   284,100 

127   284,400 

128   284,700 

129   284,900 

130   285,100 

131   285,400 

132   285,700 

133   285,900 

134   286,100 

135   286,400 

136   286,700 

137   286,900 
 

113  272,100 

114  272,400 

115  272,600 

116  272,800 

117  273,100 

118  273,400 

119  273,700 

120  273,900 

121  274,100 

122  274,300 

123  274,600 

124  274,900 

125  275,100 

126  275,300 

127  275,600 

128  275,900 

129  276,100 

130  276,300 

131  276,600 

132  276,900 

133  277,100 

134  277,300 

135  277,600 

136  277,900 

137  278,100 
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第５回教育委員会議案第 13号 

 

 

 

今治市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則制定について 

 

 

 

標記のことについて、別紙のとおり定める。 

 

 

令和８年３月 23日 提出 

 

 

 

今治市教育委員会 

教育長 小澤 和樹  

 

資料 ７ 

２ 
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教育委員会規則第 号  

 

 

 今治市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和８年３月 日 

 

 

今治市教育長  小 澤 和 樹

3



今治市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

今治市教育委員会事務局処務規則（平成17年教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項第３号中「図書情報サービス係」を「図書館魅力化推進係」に改める。 

第12条中「及び第６号、」を「、第６号及び」に改め、「「局内」とあるのは「課内」と、」

及び「それぞれ」を削る。 

第12条の次に次の２条を加える。 

（室長補佐） 

第12条の２ 必要があるときは、室に、室長補佐を置くことができる。 

２ 室長補佐は、課長及び室長を補佐し、室の事務を整理する。 

（室長補佐の職務及び権限） 

第12条の３ 室長補佐の職務及び権限については、第９条第１号から第３号まで、第６号及び第

７号の規定を準用する。この場合において、同条中「局長」とあるのは「課長及び室長」と読

み替えるものとする。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



「参 考」 

今治市教育委員会事務局処務規則改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（事務局） 

第３条 教育委員会の事務局（以下「事務

局」という。）に、次の局及び課を置

き、課に次の室、係及び担当を置く。 

教育政策局 

(1) ～ (2) 略 

(3) 生涯学習課 社会教育係 図書館

魅力化推進係 

(4) 略 

２ ～ 5 略 

第12条 課長補佐の職務及び権限について

は、第９条第１号から第３号まで、第６

号及び第７号の規定を準用する。この場

合において、同条中「局長」とあるのは

「課長」と読み替えるものとする。 

 （室長補佐） 

第12条の２ 必要があるときは、室に、室

長補佐を置くことができる。 

２ 室長補佐は、課長及び室長を補佐し、

室の事務を整理する。 

 （室長補佐の職務及び権限） 

第 12条の３ 室長補佐の職務及び権限に

ついては、第９条第１号から第３号まで、

第６号及び第７号の規定を準用する。この

場合において、同条中「局長」とあるのは

「課長及び室長」と読み替えるものとす

る。 

（事務局） 

第３条 教育委員会の事務局（以下「事務

局」という。）に、次の局及び課を置

き、課に次の室、係及び担当を置く。 

教育政策局 

(1) ～ (2) 略 

(3) 生涯学習課 社会教育係 図書情

報サービス係 

(4) 略 

２ ～ 5 略 

第12条 課長補佐の職務及び権限について

は、第９条第１号から第３号まで及び第

６号、第７号の規定を準用する。この場

合において、同条中「局内」とあるのは

「課内」と、「局長」とあるのは「課

長」とそれぞれ読み替えるものとする。 
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第５回教育委員会議案第 14号 

 

 

 

今治市公民館条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

 

 

 

標記のことについて、別紙のとおり定める。 

 

 

令和８年３月 23日 提出 

 

 

 

今治市教育委員会 

教育長 小澤 和樹  

 

資料 ８ 

２ 
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教育委員会規則第 号  

 

 

 今治市公民館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和８年３月 日 

 

 

今治市教育長  小 澤 和 樹



今治市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

今治市公民館条例施行規則（平成17年教育委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「管理係及び事業係」を「運営推進係」に改め、同条第３項を次のように改め

る。 

３ 運営推進係の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 施設の管理に関すること。 

(２) 庶務に関すること。 

(３) 事業の実施及び指導に関すること。 

 (４) 生涯学習の推進に関すること。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



「参 考」 

今治市公民館条例施行規則改正条項新旧対照表 

 

新 旧 

（職員） 

第４条 各公民館に館長を置き、館長補

佐、係長その他必要な職員を置くことが

できる。 

２ 今治市中央公民館（以下「中央公民

館」という。）に、運営推進係を置き、

その他の公民館に運営推進係を置くこと

ができる。 

３ 運営推進係の分掌事務は、次のとおり

とする。 

(1) ～ (2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

４ 略 

 

（職員） 

第４条 各公民館に館長を置き、館長補

佐、係長その他必要な職員を置くことが

できる。 

２ 今治市中央公民館（以下「中央公民

館」という。）に、管理係及び事業係を

置き、その他の公民館に管理係及び事業

係を置くことができる。 

３ 係の分掌事務は、次のとおりとする。 

管理係 

(1) ～ (2) 略 

事業係 

(1) 略 

(2) 略 

４ 略 

 

 

 

 



 

 

 

 

今治市子ども読書活動推進計画   

（第２次）   
  

  

 

 

 

 令和７年度 指標調査      

 

※令和４年度～令和７年度については、指標の調査のみ実 

施し、分析については、令和８年度の次期計画策定時に行 

います。 

  

【参考】                         

計画期間：令和４年度～令和８年度            

今治市教育委員会       〇毎年度、指標の調査、公表を行う。           

令和７年３月       〇令和８年度に次期計画の策定及び公表を行う。

      

                         

資料 9 
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今治市子ども読書活動推進計画 概要 

基

本

理

念 

今治市では、公共図書館、小･中学校、保育所・認定こども園、児童

館、公民館などが協力し、子どもの読書活動を推進し、子どもたちが多様

な価値観・文化に触れ、探究的学習力を獲得することで「生きる力」を育

んでいけるように、次の基本理念を掲げます。 

 

自らの課題を発見する力 

  読書を通じて、自ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得し、知的探究心を養います。 

情報をまとめ、伝える力 

  読書を通じて、知識や教養を身に付けるとともに、読解力や想像力、思考力、表

現力などを養います。  

  自己を確立する力 

  読書を通じて、多様な価値観・文化に触れる機会をつくり、情報を評価し、自身

で判断する力を養います。 

基

本

方

針 

今治市では、国の「子どもの読書活動に関する基本的な計画」、「愛媛県

子ども読書活動推進計画」、及び前項で掲げた基本理念を踏まえ、次の５

項目を本計画の基本方針とします。 

(1) 読書のための環境整備を推進する。 

(2) 本と出合うきっかけづくりを推進する。 

(3) 読書の習慣化を推進する。 

(4) 情報をまとめ伝えるための読書を推進する。 

(5) 生活様式の変化に沿った多様な読書を支援する。 

以上、五つの基本方針について、取り組んでまいります。 
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現状を確認するための指標 

  

① 学校図書館に本を用意します。 

指 標 令和３年度調査 令和４年度調査 令和５年度調査 令和６年度調査 令和 7 年度調査 目標値 

小中学校図書館蔵書数の 

学校図書館図書標準達成率 

（学校数） 

90.2％ 90.0％ 87.5％ 85.4％ 90.2％ 100％ 

（各年度９月末時点） 

 

② 市立図書館の読書利用を推進します。 

指 標 令和３年度調査 令和４年度調査 令和５年度調査 令和６年度調査 令和７年度調査 目標値 

子ども１人あたりの 

児童書の貸出冊数 
11.3 冊 11.3 冊 12.2 冊 12.3 冊 12.2 冊 12 冊 

（各年度３月末時点） 

 

③ 本を読む習慣を身に着けます。 

指 標 令和３年度調査 令和４年度調査 令和５年度調査 令和６年度調査 令和 7 年度調査 目標値 

１か月に１冊以上本を 

読んだ児童・生徒の割合 
83.6％ 87.6％ 91.7％ 90.9％ 89.4％ 100％ 

（各年度 12 月時点） 

 

④ 読書の楽しさを伝えます。 

指 標 令和３年度調査 令和４年度調査 令和５年度調査 令和６年度調査 令和 7 年度調査 目標値 

読書を好きと回答した 

児童・生徒の割合 
77.1％ 76.8％ 77.6％ 76.7％ 77.3％ 100％ 

（各年度 12 月時点） 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和５年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14.9%

25.9%

12.5%

17.7%

21.4%

7.4%

8.9%

10.0%

13.7%

8.2%

54.8%

50.6%

59.7%

64.0%

50.7%

63.6%

50.5%

51.1%

48.0%

46.4%

21.5%

19.3%

19.9%

12.9%

17.9%

19.8%

26.7%

28.9%

29.4%

30.0%

6.1%

3.0%

4.0%

3.8%

10.0%

4.1%

8.9%

5.6%

7.8%

11.8%

2.7%

1.2%

4.0%

1.6%

0.0%

5.0%

5.0%

4.4%

1.0%

3.6%

総計

中３

中２

中１

小６

小５

小４

小３

小２

小１

【設問２】あなたは、１日にどのくらい本を読みますか。（ふだん学校のあ

る日）

全くしない 30分未満 30分～１時間未満 １時間～２時間未満 ２時間以上 無回答
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〈参考〉【令和５年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和５年度 調査結果】 

 

 

  

35.9%

43.8%

50.3%

36.5%

27.9%

37.0%

24.1%

24.1%

38.5%

35.4%

32.1%

25.0%

26.5%

29.6%

35.3%

34.9%

42.9%

38.0%

32.3%

26.3%

16.7%

18.8%

11.6%

14.8%

20.6%

11.6%

14.3%

23.1%

15.6%

22.2%

9.0%

9.0%

6.1%

9.6%

11.8%

12.3%

11.6%

4.6%

7.3%

7.1%

6.3%

3.5%

5.4%

9.6%

4.4%

4.1%

7.1%

10.2%

6.3%

9.1%

総計

中３

中２

中１

小６

小５

小４

小３

小２

小１

【設問２-２】あなたは、１日にどのくらい本を読みますか。

（学校のない休みの日）

全くしない 30分未満 30分～１時間未満 １時間～２時間未満 ２時間以上 無回答
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和５年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 
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【令和５年度 調査結果】 

 

 

 

 

 

 

  

69.1%

35.4%

29.1%

9.1%

13.0%

6.0%

60.8%

42.9%

45.0%

11.8%

15.5%

3.7%

61.6%

46.0%

48.0%

10.1%

15.9%

3.5%

63.4%

41.8%

41.5%

10.5%

14.9%

4.3%

想像することが楽しいから

自分の考えが広がったり深まったりするから

新しい知識を得ることができるから

先生や家の人に読めと言われるから

その他

無回答

【設問３-２】本を読んだのはなぜですか。
小学校低学年 小学校高学年 中学校 総計
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和５年度 調査結果】 

 

38.9%

0.0%

5.6%

22.2%

16.7%

11.1%

0.0%

5.6%

0.0%

5.6%

5.6%

11.1%

11.1%

11.1%

38.9%

5.6%

5.6%

11.1%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

14.3%

7.1%

21.4%

42.9%

57.1%

28.6%

7.1%

28.6%

0.0%

0.0%

7.1%

21.4%

7.1%

7.1%

21.4%

50.0%

35.7%

14.3%

28.6%

7.1%

7.1%

0.0%

33.3%

0.0%

21.7%

35.0%

26.7%

28.3%

6.7%

3.3%

0.0%

3.3%

3.3%

15.0%

13.3%

16.7%

16.7%

33.3%

38.3%

16.7%

48.3%

3.3%

3.3%

1.7%

31.5%

1.1%

18.5%

33.7%

29.3%

25.0%

5.4%

7.6%

0.0%

3.3%

4.3%

15.2%

12.0%

14.1%

21.7%

30.4%

31.5%

15.2%

39.1%

3.3%

3.3%

1.1%

勉強で時間がなかったから

部活動や生徒会などで時間がなかったから

友達との遊びや付き合いで時間がなかったから

テレビやインターネットを見ていて時間がなかったから

ゲームをしていて時間がなかったから

電話･メール･SNSなどをしていて時間がなかったから

マンガ・雑誌を読んでいて時間がなかったから

学校の図書館(図書室)に読みたい本がないから

地いきの図書館に読みたい本がないから

地いきの図書館が近くにないから

書店が近くにないから

学校の図書館(図書室)や地いきの図書館、書店にいきたいと思わないから

本のねだんが高いから

どの本が面白いのかわからないから

文字を読むのが苦手だから

読みたいと思う本がないから

他にしたいことがあったから

読む必要を感じなかったから

ふだんから本を読まないから

本を読む手段がないから（音声読み上げ、点字なども含む）

その他

無回答

【設問３-３】本を読まなかったのはなぜですか。
小学校低学年 小学校高学年 中学校 総計
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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【令和 7年度 調査結果】 
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【令和６年度 調査結果】 

 

 
 

 

  

91.1%

4.6%

11.2%

11.9%

0.7%

0.0%

86.5%

9.9%

16.0%

14.0%

0.8%

0.0%

93.2%

5.3%

37.3%

11.2%

0.2%

0.0%

90.5%

6.6%

24.0%

12.2%

0.5%

0.0%

紙の本

パソコン

スマートフォン

タブレット

その他

無回答

【設問４】本を読むとき何を利用して読みま

すか。
小学校低学年 小学校高学年 中学校 総計
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【令和５年度 調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.4%

7.3%

6.6%

12.2%

4.3%

3.0%

94.2%

8.6%

18.0%

16.5%

3.3%

0.5%

91.1%

5.2%

37.4%

11.3%

2.2%

1.0%

92.3%

7.0%

22.0%

13.4%

3.2%

1.4%

紙の本

パソコン

スマートフォン

タブレット

その他

無回答

【設問４】本を読むとき何を利用して読みますか。

小学校低学年 小学校高学年 中学校 総計
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〈参考〉【令和４年度 調査結果】 
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〈参考〉【令和３年度 調査結果】 
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 調査方法について 

  

【対象校】 

対 象 校 回 答 数 
対 象 者 

（令和 7 年５月１日時点） 

小学校Ⅰ 447 522 人 

小学校Ⅱ 164 198 人 

小学校Ⅲ 48 52 人 

中学校Ⅰ 377 439 人 

中学校Ⅱ 74 85 人 

中学校Ⅲ 74 87 人 

 

 

 

【実 施 時 期】   令和７年度 12 月実施 （オンラインにて実施） 

            

 

【アンケート票】   40～43 ページに掲載 

 

 

【採集 デー タ】   44～45 ページに掲載 
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どくしょアンケート 
 

 

このアンケートで「読書
ど く し ょ

」とは、紙
かみ

の本
ほ ん

やパソコン・タブレット、スマートフォンなどで読
よ

める本
ほん

を読む
よ

ことをいいます。

ただし、マンガや雑誌
ざ っ し

、新聞
し ん ぶ ん

、教科書
き ょ う か し ょ

や参考書
さ ん こ う し ょ

を読
よ

むことはふくみません。 

学校
が っ こ う

での活動
かつど う

の中
なか

で読
よ

んだもの（朝
あ さ

の読書
ど く し ょ

など）はふくみません。（学校
が っ こ う

の本
ほん

を家
いえ

で読
よ

んだものはふくみます） 

 

(1)あなたは読書
ど く し ょ

が好
す

きですか。（あてはまる番号
ば ん ご う

を□に書
か

いてください） 

 １．とても好
す

き  ２．わりと好
す

き  ３．あまり好
す

きではない  ４．好
す

きではない  

 

(2)あなたは、１日
に ち

にどのくらい本
ほ ん

を読
よ

みますか。（それぞれあてはまるもの 1 つに〇） 
 

 全
まった

くしない 30分
ふん

未満
み ま ん

 
30分

ふ ん

～ 
1時間

じ か ん

未満
み ま ん

 
1時間

じ か ん

～ 
2時間

じ か ん

未満
み ま ん

 
2時間

じ か ん

以上
い じ ょ う

 

ふだん学校
が っ こ う

のある日
ひ

      

学校
が っ こ う

のない休みの日      

 

(3-1)この１か月
げ つ

で何
な ん

さつ本
ほ ん

を読
よ

みましたか。 

この１か月
げ つ

で読
よ

んだ本
ほ ん

 さつ 

 

(3-2)「この１か月
げ つ

に読
よ

んだ本
ほ ん

」が１さつ以上
い じ ょ う

の方
か た

におたずねします。 

なぜ本
ほ ん

を読
よ

みますか。（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１． 想像
そ う ぞ う

することが楽
た の

しいから 

２． 自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えが広
ひ ろ

がったり深
ふか

まったりするから 

３． 新
あ た ら

しい知識
ち し き

を得
え

ることができるから 

４． 先生
せ ん せ い

や家
いえ

の人
ひ と

に読
よ

めと言
い

われるから 

５． その他
た

 

 

 

 

   小学校
しょうがっこう

  年 生
ねんせい
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(3-3)「この１か月
げ つ

に読
よ

んだ本
ほ ん

」が０さつの方
か た

におたずねします。 

   この１か月
げ つ

に本
ほ ん

を読
よ

まなかったのはなぜですか。（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１．勉強
べんき ょ う

で時間
じ か ん

がなかったから  

２．クラブ活動
か つ ど う

や委員会
い い ん か い

などで時間
じ か ん

がなかったから 

３．友達
と も だ ち

との遊
あ そ

びや付
つ

き合
あ

いで時間
じ か ん

がなかったから 

４．テレビやインターネットを見
み

ていて時間
じ か ん

がなかったから 

５．ゲームをしていて時間
じ か ん

がなかったから 

６．電話
で ん わ

･メール･SNS（例
れ い

：ライン、ツイッター）などをしてい

て時間
じ か ん

がなかったから 

７．マンガ・雑誌
ざ っ し

を読
よ

んでいて時間
じ か ん

がなかったから 

８．学校
が っ こ う

の図書館
と し ょ か ん

(図書室
と し ょ し つ

)に読
よ

みたい本
ほん

がないから 

９．地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

に読
よ

みたい本
ほん

がないから 

10．地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

が近
ちか

くにないから 

11．書店
し ょ て ん

が近く
ち か

にないから 

 

12．学校
が っ こ う

の図書館
と し ょ か ん

(図書室
と し ょ し つ

)や地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

、

書店
し ょ て ん

にいきたいと思
お も

わないから 

13．本
ほん

のねだんが高
たか

いから 

14．どの本
ほん

が面白
お も し ろ

いのかわからないから 

15．文字
も じ

を読
よ

むのが苦手
に が て

だから 

16．読
よ

みたいと思
お も

う本
ほん

がないから 

17．他
ほか

にしたいことがあったから 

18．読
よ

む必要
ひ つ よ う

を感
かん

じなかったから 

19．ふだんから本
ほん

を読
よ

まないから 

20．読
よ

みたいが本
ほん

を読
よ

む手段
し ゅ だ ん

がないから（音声
おんせい

読み上げ
よ  あ  

、点字
て ん じ

なども含
ふ く

む） 

21．その他
た

 

 

 

 

 

 

(4)あなたが本
ほ ん

を読
よ

むとき、何
な に

を利用
り よ う

して読
よ

みますか？（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１．紙
か み

の本
ほ ん

 

２．パソコン 

３．スマートフォン 

４．タブレット 

５．その他
た
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読書アンケート 
 

 

このアンケートで「読書
ど く し ょ

」とは、紙
かみ

の本
ほ ん

やパソコン・タブレット、スマートフォンなどで読
よ

める本
ほん

を読む
よ

ことをいいます。

ただし、マンガや雑誌
ざ っ し

、新聞
し ん ぶ ん

、教科書
き ょ う か し ょ

や参考書
さ ん こ う し ょ

を読
よ

むことはふくみません。 

学校
が っ こ う

での活動
かつど う

の中
なか

で読
よ

んだもの（朝
あ さ

の読書
ど く し ょ

など）はふくみません。（学校
が っ こ う

の本
ほん

を家
いえ

で読
よ

んだものはふくみます） 

 

(1)あなたは読書
ど く し ょ

が好
す

きですか。（あてはまる番号
ば ん ご う

を□に書
か

いてください） 

 １．とても好
す

き  ２．わりと好
す

き  ３．あまり好
す

きではない  ４．好
す

きではない  

 

(2)あなたは、１日
に ち

にどのくらい本
ほん

を読
よ

みますか。（それぞれあてはまるもの１つに〇） 
 

 全
まった

くしない 30分
ふん

未満
み ま ん

 
30分

ふ ん

～ 
1時間

じ か ん

未満
み ま ん

 
1時間

じ か ん

～ 
2時間

じ か ん

未満
み ま ん

 
2時間

じ か ん

以上
い じ ょ う

 

ふだん学校
が っ こ う

のある日
ひ

      

学校
が っ こ う

のない休みの日      

 

(3-1)この１か月
げ つ

で何
な ん

さつ本
ほ ん

を読
よ

みましたか。 

この１か月
げ つ

で読
よ

んだ本
ほ ん

 さつ 

 

(3-2)「この１か月
げ つ

に読
よ

んだ本
ほ ん

」が１さつ以上
い じ ょ う

の方
か た

におたずねします。 

なぜ本
ほ ん

を読
よ

みますか。（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１． 想像
そ う ぞ う

することが楽
た の

しいから 

２． 自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えが広
ひ ろ

がったり深
ふか

まったりするから 

３． 新
あ た ら

しい知識
ち し き

を得
え

ることができるから 

４． 先生
せ ん せ い

や家
いえ

の人
ひ と

に読
よ

めと言
い

われるから 

５． その他
た

 

 

 

 

  中学校 年生  
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(3-3)「この１か月
げ つ

に読
よ

んだ本
ほ ん

」が０さつの方
か た

におたずねします。 

   この１か月
げ つ

に本
ほ ん

を読
よ

まなかったのはなぜですか。（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１．勉強
べんき ょ う

で時間
じ か ん

がなかったから  

２．部活動
ぶ か つ ど う

や生徒会
せ い と か い

などで時間
じ か ん

がなかったから 

３．友達
と も だ ち

との遊
あ そ

びや付
つ

き合
あ

いで時間
じ か ん

がなかったから 

４．テレビやインターネットを見
み

ていて時間
じ か ん

がなかったから 

５．ゲームをしていて時間
じ か ん

がなかったから 

６．電話
で ん わ

･メール･SNS（例
れ い

：ライン、ツイッター）などをしてい

て時間
じ か ん

がなかったから 

７．マンガ・雑誌
ざ っ し

を読
よ

んでいて時間
じ か ん

がなかったから 

８．学校
が っ こ う

の図書館
と し ょ か ん

(図書室
と し ょ し つ

)に読
よ

みたい本
ほん

がないから 

９．地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

に読
よ

みたい本
ほん

がないから 

10．地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

が近
ちか

くにないから 

11．書店
し ょ て ん

が近く
ち か

にないから 

 

12．学校
が っ こ う

の図書館
と し ょ か ん

(図書室
と し ょ し つ

)や地
ち

いきの図書館
と し ょ か ん

、

書店
し ょ て ん

にいきたいと思
お も

わないから 

13．本
ほん

のねだんが高
たか

いから 

14．どの本
ほん

が面白
お も し ろ

いのかわからないから 

15．文字
も じ

を読
よ

むのが苦手
に が て

だから 

16．読
よ

みたいと思
お も

う本
ほん

がないから 

17．他
ほか

にしたいことがあったから 

18．読
よ

む必要
ひ つ よ う

を感
かん

じなかったから 

19．ふだんから本
ほん

を読
よ

まないから 

20．読
よ

みたいが本
ほん

を読
よ

む手段
し ゅ だ ん

がないから（音声
おんせい

読み上げ
よ  あ  

、点字
て ん じ

なども含
ふ く

む） 

21．その他
た

 

 

 

 

 

 

(4)あなたが本
ほ ん

を読
よ

むとき、何
な に

を利用
り よ う

して読
よ

みますか？（あてはまる番号
ば ん ご う

をすべて□に書
か

いてください） 

１．紙
か み

の本
ほ ん

 

２．パソコン 

３．スマートフォン 

４．タブレット 

５．その他
た
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【令和 7年度 調査結果】 

 

 

 

 

 

質問 回答 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 総計

1 1 とても好き 58 42 33 28 23 24 208 6 10 13 7 10 13 59 6 1 0 0 0 2 9 276

2 わりと好き 20 18 27 22 28 45 160 5 8 17 7 12 18 67 4 3 1 4 3 2 17 244

3 あまり好きではない 8 5 8 14 20 10 65 4 0 4 5 9 6 28 2 4 4 2 4 1 17 110

4 好きではない 0 1 1 7 3 2 14 1 0 1 1 2 5 10 0 0 5 0 0 0 5 29

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 86 66 69 71 74 81 447 16 18 35 20 33 42 164 12 8 10 6 7 5 48 659

2-1 1 全くしない 16 4 2 10 12 6 50 5 0 2 1 3 10 21 1 0 7 0 0 0 8 79

2 30分未満 43 31 35 36 35 58 238 7 7 26 14 21 20 95 3 7 2 4 7 5 28 361

3 30分～１時間未満 17 22 19 18 21 13 110 2 5 7 3 6 9 32 7 1 1 2 0 0 11 153

4 １時間～２時間未満 4 3 7 3 5 4 26 2 6 0 2 2 1 13 1 0 0 0 0 0 1 40

5 ２時間以上 6 6 6 4 1 0 23 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 26

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 86 66 69 71 74 81 447 16 18 35 20 33 42 164 12 8 10 6 7 5 48 659

2-2 1 全くしない 33 15 13 27 26 19 133 9 1 6 6 13 13 48 2 7 8 3 4 1 25 206

2 30分未満 21 18 23 17 19 32 130 3 6 22 8 12 18 69 4 0 1 2 3 4 14 213

3 30分～１時間未満 17 18 12 14 17 18 96 2 6 5 3 5 5 26 4 1 1 1 0 0 7 129

4 １時間～２時間未満 7 8 10 6 8 8 47 2 4 2 3 3 3 17 1 0 0 0 0 0 1 65

5 2時間以上 8 7 11 7 4 4 41 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 1 46

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 86 66 69 71 74 81 447 16 18 35 20 33 42 164 12 8 10 6 7 5 48 659

3-1 1 0冊 2 2 0 4 8 3 19 2 0 1 1 1 7 12 0 0 6 0 0 0 6 37

2 1～4冊 26 17 20 31 35 35 164 4 3 7 5 8 17 44 2 0 1 2 5 0 10 218

3 5～９冊 23 14 19 16 16 22 110 0 4 9 5 5 10 33 3 3 1 2 2 5 16 159

4 10～14冊 15 7 11 11 6 8 58 4 4 4 2 4 2 20 4 3 1 2 0 0 10 88

5 15～19冊 5 3 3 2 3 4 20 0 0 5 1 2 0 8 2 1 1 0 0 0 4 32

6 20冊以上 15 23 16 7 6 9 76 6 7 9 6 13 6 47 1 1 0 0 0 0 2 125

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 86 66 69 71 74 81 447 16 18 35 20 33 42 164 12 8 10 6 7 5 48 659

3-2 1 想像することが楽しいから 64 44 46 42 49 49 294 9 8 23 13 13 25 91 5 1 1 1 1 2 11 396

2 自分の考えが広がったり深まったりするから 25 26 25 25 26 37 164 6 7 15 6 13 18 65 0 1 2 2 3 2 10 239

3 新しい知識を得ることができるから 12 17 18 23 36 48 154 10 5 8 5 15 19 62 5 0 2 2 5 3 17 233

4 先生や家の人に読めと言われるから 9 2 11 5 4 4 35 2 0 1 1 3 1 8 2 5 0 0 1 1 9 52

5 その他 3 0 2 4 8 12 29 1 2 0 0 4 6 13 1 1 0 1 0 3 6 48

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 113 89 102 99 123 150 676 28 22 47 25 48 69 239 13 8 5 6 10 11 53 968

3-3 1 勉強で時間がなかったから 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 7

2 部活動や生徒会などで時間がなかったから 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 友達との遊びや付き合いで時間がなかったから 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 4 0 0 3 0 0 0 3 11

4 テレビやインターネットを見ていて時間がなかったから 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5

5 ゲームをしていて時間がなかったから 0 1 0 0 3 1 5 0 0 1 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 1 11

6 電話･メール･SNSなどをしていて時間がなかったから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 マンガ・雑誌を読んでいて時間がなかったから 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 5

8 学校の図書館(図書室)に読みたい本がないから 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7

9 地いきの図書館に読みたい本がないから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 地いきの図書館が近くにないから 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 書店が近くにないから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 学校の図書館(図書室)や地いきの図書館、書店にいきたいと思わないから 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8

13 本のねだんが高いから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 どの本が面白いのかわからないから 1 0 0 1 2 2 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8

15 文字を読むのが苦手だから 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 5

16 読みたいと思う本がないから 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8

17 他にしたいことがあったから 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7

18 読む必要を感じなかったから 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5

19 ふだんから本を読まないから 1 1 0 1 2 1 6 1 0 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 12

20 本を読む手段がないから（音声読み上げ、点字なども含む） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 2 0 8 28 14 54 2 0 1 1 4 33 41 0 0 9 0 0 0 9 104

4 1 紙の本 73 59 63 65 72 80 412 14 18 32 20 29 40 153 12 8 10 6 7 5 48 613

2 パソコン 9 6 3 4 8 8 38 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 42

3 スマートフォン 6 6 5 5 11 17 50 5 4 2 1 4 4 20 0 0 0 0 0 0 0 70

4 タブレット 11 15 6 5 20 10 67 3 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 73

5 その他 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 99 86 77 80 114 115 571 24 22 35 22 35 45 183 12 8 11 6 7 5 49 803

小学校Ⅰ 小学校Ⅱ 小学校Ⅲ
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質問 回答 １年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 総計

1 1 とても好き 30 18 32 80 2 9 6 17 4 11 6 21 118

2 わりと好き 61 73 71 205 11 13 13 37 12 11 12 35 277

3 あまり好きではない 26 22 12 60 1 5 11 17 3 8 2 13 90

4 好きではない 13 10 9 32 0 1 2 3 0 4 1 5 40

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 130 123 124 377 14 28 32 74 19 34 21 74 525

2-1 1 全くしない 28 19 30 77 3 2 17 22 0 5 7 12 111

2 30分未満 71 77 64 212 11 22 11 44 12 21 11 44 300

3 30分～１時間未満 23 21 25 69 0 2 3 5 5 5 1 11 85

4 １時間～２時間未満 6 6 4 16 0 2 1 3 1 3 2 6 25

5 ２時間以上 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 130 123 124 377 14 28 32 74 19 34 21 74 525

2-2 1 全くしない 63 62 62 187 9 17 17 43 7 13 11 31 261

2 30分未満 36 36 26 98 4 6 5 15 2 9 7 18 131

3 30分～１時間未満 16 14 19 49 1 2 6 9 7 9 2 18 76

4 １時間～２時間未満 11 7 12 30 0 3 2 5 2 1 1 4 39

5 2時間以上 4 4 5 13 0 0 2 2 1 2 0 3 18

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 130 123 124 377 14 28 32 74 19 34 21 74 525

3-1 1 0冊 17 20 26 63 1 2 14 17 0 3 6 9 89

2 1～4冊 81 82 78 241 13 22 12 47 13 21 13 47 335

3 5～９冊 15 12 8 35 0 1 1 2 3 5 1 9 46

4 10～14冊 8 6 7 21 0 2 3 5 1 4 1 6 32

5 15～19冊 3 0 3 6 0 0 2 2 0 1 0 1 9

6 20冊以上 6 3 2 11 0 1 0 1 2 0 0 2 14

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 130 123 124 377 14 28 32 74 19 34 21 74 525

3-2 1 想像することが楽しいから 58 60 66 184 7 19 15 41 8 18 8 34 259

2 自分の考えが広がったり深まったりするから 34 103 49 186 5 26 11 42 10 31 8 49 277

3 新しい知識を得ることができるから 58 36 45 139 7 13 7 27 12 18 11 41 207

4 先生や家の人に読めと言われるから 24 21 12 57 0 3 1 4 4 6 0 10 71

5 その他 7 14 12 33 2 0 1 3 3 5 1 9 45

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 181 234 184 599 21 61 35 117 37 78 28 143 859

3-3 1 勉強で時間がなかったから 2 5 16 23 1 0 8 9 0 0 4 4 36

2 部活動や生徒会などで時間がなかったから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 友達との遊びや付き合いで時間がなかったから 2 3 6 11 0 0 3 3 0 1 0 1 15

4 テレビやインターネットを見ていて時間がなかったから 3 10 9 22 0 1 7 8 0 1 2 3 33

5 ゲームをしていて時間がなかったから 1 10 4 15 0 1 5 6 0 1 0 1 22

6 電話･メール･SNSなどをしていて時間がなかったから 1 7 9 17 0 0 5 5 0 1 0 1 23

7 マンガ・雑誌を読んでいて時間がなかったから 2 3 1 6 0 1 2 3 0 0 0 0 9

8 学校の図書館(図書室)に読みたい本がないから 3 2 2 7 0 1 2 3 0 1 0 1 11

9 地いきの図書館に読みたい本がないから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 地いきの図書館が近くにないから 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2

11 書店が近くにないから 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

12 学校の図書館(図書室)や地いきの図書館、書店にいきたいと思わないから 1 4 0 5 0 0 1 1 0 1 0 1 7

13 本のねだんが高いから 1 3 0 4 0 1 1 2 0 0 0 0 6

14 どの本が面白いのかわからないから 1 5 4 10 0 1 5 6 0 2 1 3 19

15 文字を読むのが苦手だから 2 4 4 10 0 1 2 3 0 2 1 3 16

16 読みたいと思う本がないから 9 9 11 29 0 1 7 8 0 3 0 3 40

17 他にしたいことがあったから 3 9 12 24 0 1 3 4 0 2 3 5 33

18 読む必要を感じなかったから 3 7 6 16 0 0 3 3 0 1 0 1 20

19 ふだんから本を読まないから 9 8 11 28 0 1 8 9 0 2 4 6 43

20 本を読む手段がないから（音声読み上げ、点字なども含む） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

21 その他 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 46 92 96 234 1 12 63 76 27 19 15 34 344

4 1 紙の本 123 114 116 353 14 27 30 71 19 30 20 69 493

2 パソコン 8 6 2 16 0 3 3 6 0 1 1 2 24

3 スマートフォン 29 44 52 125 1 9 14 24 7 13 8 28 177

4 タブレット 13 13 10 36 0 1 4 5 2 5 3 10 51

5 その他 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 5

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 175 177 181 533 15 40 51 106 29 49 33 111 750

中学校Ⅰ 中学校Ⅱ 中学校Ⅲ
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指標の計算について 

 

１ 小中学校図書館蔵書数の学校図書館図書標準達成率（令和７年９月末時点） 

① 小中学校数＝41 校 

② 図書標準達成校数＝37 校  

∴ ②÷①＝90.2％  

 

２ 子ども１人あたりの児童書の貸出冊数（令和７年３月末時点） 

① 18 歳以下の人口数＝19,663 人  

② 児童書の個人貸出冊数＝239,944 冊 

∴ ②÷①≒12.2 冊  

 

３ １か月に１冊以上本を読んだ児童・生徒の割合（令和 7年度 12 月時点）  

① 読書アンケート回答者数（小中計）＝1,184 人  

② １か月に１冊以上本を読んだ児童・生徒の人数＝1,058 人  

∴ ②÷①≒89.4％  

 

４ 読書を好きと回答した児童・生徒の割合（令和 7年度 12 月時点） 

    ① 読書アンケート回答者数（小中計）＝1,184 人 

② 読書を好きと回答した児童・生徒の人数＝915 人 

  ∴ ②÷①≒77.3％ 

 

                                  以上 












































































































